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原告らは，原告ら準備書面（13）第3，原告ら準備書面（17）及び平成28年 12月

1 6日付け準備書面（18) （以下「原告ら準備書面（18)Jという。）において，①地

震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）の「その際…経験式が有するばらつきも考慮す

る必要がある」との記載は，経験式を用いて設定された地震モーメントを修正する

ことを求める趣旨であるなどと主張する。また，基準地震動を策定する前提として，

②地震モーメントを設定する際に，「入倉・三宅式j を用いると過小評価になるこ

とから，「武村式j を用いるべきである旨主張するとともに，③短周期領域におけ

る加速度震源スペクトルのレベル（以下 f短周期レベルj 〔注 1〕という。）を設

定する際に， I壇ほか式Jを用いると過小評価となることから，「片岡ほか式j を

用いるべきである旨主張する。

しかしながら，①については，被告第 13準備書面第 1及び第2 ( 5ないし22 

ページ），被告第 14準備書面等において述べたとおり，地震動審査ガイドに基づ

いて経験式を用いて設定された地震モーメントを修正することに科学的な合理性は

なく，しかも，基準地震動は保守的に策定されることが予定されているから，その

策定過程は合理的であり，地震モーメント自体を修正しなくとも何ら不合理はない。

そして，基準地震動の策定に当たり，「入倉・三宅式」及び「壇ほか式j を用いる

ことは合理的であり，上記各式を適用することで策定される基準地震動が過小評価

となるものではない。被告は，本準備書面において，基準地震動策定過程における

上記各式の位置づけを明らかにしつつ，基準地震動が，原子炉施設の安全性をより

高めるために保守的に設定されることが予定されており，その策定過程が合理性を

有するものであることを改めて説明する（後記第 1）。その上で，上記②について，

地震モーメントを設定する際に「入倉・三宅式j は過小評価であり「武村式Jを用

いるべきとする原告らの主張に理由がないこと（後記第2），上記③について，短

周期レベノレを設定する際に「壇ほか式j は過小評価であり「片岡ほか式Jを用いる

べきとする原告らの主張に理由がないこと（後記第 3）を明らかにする。

なお，上記「壇ほか式j どは，壇一男氏，渡辺基史氏，佐藤俊明氏及び石井透氏
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が執筆した論文である「断層の非一様すべり破壊モデルから算定される短周期レベ

ルと半経験的波形合成法による強震動予測のための震源断層モデ、ノレ化J（甲第 16 

3号証。以下「壇ほか（ 200l)J という。）に記載された地震モーメントと短

周期レベルの経験式のことである。また，上記「片岡ほか式」とは，片岡正次郎氏，

佐藤智美氏，松本俊輔氏，日下部毅明氏が執筆した論文である「短周期レベノレをパ

ラメータとした地震動強さの距離減衰式J（甲第15 7号証。以下「片岡ほか（ 2

0 0 6）」という。）に記載された地震モーメントと短周期レベルの経験式のこと

である。

略語は，新たに用いるもののほか，従前の例による。

第 1 基準地震動は，その策定過積の全体を通して保守的に策定されることが予定

されており，その過程は合理的であること（原告準備書簡（18）第 1〔3ないし

6ページ〕に対する反論）

1 原告らの主張

(1）原告らは，地震動審査ガイド I. 3 . 2 . 3 (2) （乙第52号証3ページ）

の「その際…経験式が有するばらつきも考慮されている必要があるJとの記

載について，「『経験式を用いて地震規模を設定する場合』には，①経験式

の決定に際してその『経験式の適用範閣が十分に検討されていることの確認』

が必要であること，②適用が決定された当該『経験式が有するぱらつきも考

慮』することが必要であることの2点を求めるものである」とした上で，①

については，「入倉・三宅式j は，「地震モーメント 7 5×I 0 2 5 dyne-cm 

を境に経験式の適用範囲を検討し，別の経験式（－）を用いており（・）原

告の解釈に沿った検討を行っているふ②については，「被告が主張するよ

うに，地震規模を設定するに際して，単に経験式に当てはめるだけの作業を

行うのであれば，過去に実際に起こった地震の内，平均値を超える地震デー

タを考慮しないことになる。このような解釈が，原発の安全性という観点か
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らは許されようはずもない。」などと主張する（原告ら準備蓄面（18）第1〔3

ないし6ぺージ〕）。

(2）また，原告らは， f武村式を用いると推本（地震調査研究推進本部）レシ

ピ（…）の矛盾が噴出するという，レシピ自体のもつ弱点」がある（原告ら

準備書面（17)1 2ページ），あるいは，推本による f震源断層を特定した地

震の強震動予測手法」（以下「強震動予測レシピj とし寸。）において採用

されている「入倉・三宅式J及び f壇ほか式Jを用いた場合には，地震モー

メント又は短周期レベノレが過小評価となる結果，本件原子炉施設の基準地震

動が過小評価となるなどとして（原告ら準備書面（17），原告ら準備書面（18)),

強震動予測レシピそれ自体が不当である旨主張する。

2 被告の主張の概要

地震動審査ガイド I. 3. 2. 3 (2）の fその際…経験式が有するぱらつき

も考慮されている必要があるJとの記載の意味は，経験式そのものの修正を求

めるものではなく，また，地震動審査ガイド等においては，基準地震動は保守

的に策定されることが予定されているのであって，原告らの上記主張（1)が，

科学的な根拠のない独自の見解であることは，被告第 13準備書面第 1及び第

2 ( 5ないし 22ページ）や被告第 14準備書面において繰り返し述べたとお

りである。

以下では，その上で，地質審査ガイド及び地震動審査ガイドにおいては，基

準地震動は保守的に策定されることが予定されていることについて改めて説明

すると左もに（後記 3），強震動予測レシピの内容及び基準地震動策定におけ

る同レシピの位置づけを明らかにした上で（後記4），強震動予測レシピを基

準地震動の策定に用いることが合理的であり，基準地震動が全体どして合理的

なものとして設定されているこどを述べる（後記5）。

なお，「入倉・三宅式J及び「壇ほか式j についての原告らの個々の主張に

対しては，後記第 Z以下において反論する。
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3 地質審査ガイド及び地震動審査ガイドにおいては，基準地震動は保守的に策

定されることが予定されているこt

(1) 基準地震動策定過程の概要

ア 基準地震動の策定過程の概要については，被告第9準備書面第1の1( 7 

及び8ページ）において述べたとおりである。すなわち，基準地震動のう

ち，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」は，「敷地に大きな影

響を与えると予想される地震（以下 f検討用地震Jという。）を複数選定

し，選定した検討用地震ごとに，不確かさを考慮して応答スペクトノレに基

づく地震動評価及び断層モデルを用いた手法による地震動評価を，解放基

盤表面までの地震波の伝播特性を反映して策定することJ（設置許可基準

規郎の解釈別記2の5二〔乙第44号証12 6ページ〕）とされている。

この「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動Jについては，地震動審

査ガイド I. 2 . (2) （乙第 52号証2ページ）でもおおむね同様の基本

方針が示されており，この流れをフローチャートで示すと，図 1のとおり

となる（地震動審査ガイド I. 1. 1の図 1 〔同号証1ページ））。

1
 

1
 



敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

検討用地震

地震ハザード評価（一様，、ザードスペクトル）

震源を特定せず

策定する地震動

図 1 基準地震動策定に係る審査フロー

イ 図1のとおり，基準地震動策定の流れは，大局的には，①検討用地震の

選定，②地震動の評価，③基準地震動の策定に分けることができるところ，

上記策定過程のう ち 「断層モデルを用いた手法による地震動評価」 につ

いては，複数選定した（図 1の①段階）検討用地震ごとに，適切な手法を

用いて震源特性パラメータを設定した特性化震源モデル（注2) （基本震

源モデ、ル）を策定し，地震動評価を行う（図 1の②段階）こととされてい

る （設置許可基準規則の解釈別記 2の 5二④並）〔乙第44号証 12 8ペ

ージ〕）。

そして，被告第9準備書面第 1の3 ( 1 1及び 12ページ）及び被告第

1 3準備書面第2の2(3) ( 1 6及び 17ページ）で述べたとおり，震源

断層の形状（傾斜角等） アスベリティの応力降下量（短周期レベノレ），

破壊開始点等について，より原子炉施設への影響が大きくなるように変更

された震源モデ、ルを用いるなど，基準地震動の策定過程に伴う不確かさを

考慮した上で （地震動審査ガイド I. 3 . 3 . 3 〔乙第 52号証6及び7
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ページ〕。図 1参照），基準地震動を策定することになる（図 1の③段階）。

(2）基本震源モデルの策定における保守性

ア 前記（1）イで述べたとおり，「断層モデルを用いた手法による地震動評

価」については，震源、特性パラメ｝タを設定した基本震源モデルを策定し

て地震動評価を行うこととされており，この基本震源モデルは，地震動評

価の前提として策定されるもので（図 1の②段階），基準地震動策定に当

たってのベースとなるものである。

イ そして，この基本震源モデルについても，地震動審査ガイド及び地質審

査ガイドでは，綿密な調査結果に基づき策定されるこどが予定されている

だけでなく（設置許可基準規則の解釈別記2のS二②〔乙第44号証12 

7ページ〕，地震動審査ガイド I. 3. 2〔乙第52号証3及び4ページ〕，

地質審査ガイド I.4.1.2〔乙第45号証10ないし 14ページ〕等），

より保守的に設定されることが求められている。

すなわち，被告第9準備書面第1の3 ( 1 1及び 12ページ）において

述べたとおり，地震動審査ガイドでは，基本震源モデルにおける震源特性

パラメータが，活断層調査結果等に基づき，強震動予測レシピ等の最新の

研究成果を考慮、し設定されていることを確認することとされている（地震

動審査ガイド I. 3. 3. 2 (4）①1 〔乙第 52号証4及び5ページ］）。

そして，被告第 13準備書面第2の2(1)及び（2)( 1 4ないし 16べ｝ジ）

において述べたとおり，地震動審査ガイド及び地質審査ガイドのうち，活

断層の長さの評価や活断層の連動評価に関するものについて，地震規模が

大きくなるように活断層の長さ等が保守的に設定されることが予定されて

いるといえる（地震動審査ガイド I. 3 2 3 (4）〔乙第52号証4べ

｝ジ］，地質審査ガイド I. 2. 2 〔乙第45号証5ないし 7ページ〕，

同ガイド I 4 4. 2 〔同号証21及び22ページ〕等）。

以上のとおり，基準地震動策定のベースとなる基本震源モデルについて
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は，地震動審査ガイド及び地質審査ガイドによって，涼子炉施設の安全性

をより高めるために保守的に（安全側に）評価するとの趣旨に基づき，保

守的に策定されることが予定されているのであって，このことは，基準地

震動が保守的に策定されることが予定されていることを意味している。

(3）小括

以上のように，地震動審査ガイド及び地質審査ガ、イド上，保守的に策定さ

れた基本震源モデルについての地震動を求めた上で，更に不確かさを考慮し

て基準地震動を策定するという流れになっており，そこでは，基準地震動が

保守的に策定されることが予定されているといえる。

4 基準地震動の策定過程における強震動予測レシピの位置づけ

(1）強震動予測レシピの目的及びその内容等

ア 「震源、断層を特定した地震の強震動予測手法J（強震動予測レシピ。乙

第73号証）は，推本に設置され，多数の地震学の専門家から構成される

地震調査委員会（乙第74号証）が，自ら実施してきた強震動評価に関す

る検討結果から，強震動予測手法の構成要素となる震源特性，地下構造モ

デル，強震動計算，予測結果の検証の現状における手法や震源特性パラメ

ータの設定に当たっての考え方について取りまとめたものである（乙第7

3号証1ページ）。「入倉・三宅式」は，この強震動予測レシピにおいて，

震源断層面積Sから地震モーメントMoの値を求めるための関係式であり

（間号証4ページの（3）の式）, r壇ほか式j は，同レシピにおいて，地震

モーメントMoから短周期レベノレAの値を求めるための関係式である（同

号証9ページの（12）の式。震源特性パラメータの設定の全体の流れについ

ては，伺号証41ページ付図 2参照。）。

なお，従前，平成21年 12月21日改訂に係る強震動予測レシピを乙

第 36号証として提出していたが，強震動予測レシピは，「今後も強震動

評価における1食言すにより，修正を加え，改訂されていくことを前提として
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いるJ（乙第 73号証1ページ）とあるとおり，最新の知見を踏まえて改

訂されることが予定されており，現時点においては，平成28年6月（ 1 

2月修正版）（伺号証）が最新版となっている。

イ 強震動予測レシピでは，「震源、断層を特定した地震を想定した場合の強

震動を高精度に予測するための，『誰がやっても同じ答えが得られる標準

的な方法論』を確立することL r個々の断層で発生する地震によっても

たらされる強震動を詳細に評価すること」を包指しており，強震動予測レ

シピに示すのは，「最新の知見に基づき最もあり得る地震と強震動を評価

するための方法論であるが，断層とそこで将来生じる地震およびそれによ

ってもたらされる強震動に関して得られた知見は未だ十分どは言えないこ

とから，特に現象のばらつきや不確定性の考慮、が必要な場合には，その点

に十分留意して計算手法と計算結果を吟味・判断した上で震源断層を設定

することが望ましいj と説明されている（乙第73号証1ページ）。

以上のように，強震動予測レシピは，標準的な方法論を確立することを

目的としており，かっ， I最新の知見に基づき最もあり得る地震と強震動J'

すなわち，平均的な地震動を評価するための方法論である。また，「現象

のばらつきや不確定性の考慮が必要な場合には，その点に十分留意して計

算手法と計算結果を吟味・判断した上で震源断層を設定することが望まし

いJとされているように，強震動予測レシピでは，ばらつきや不確定性の

考慮に当たっては，震源断層の設定において考慮することが予定されてい

るのであって，原告らが主張するような強震動予測レシピの一部を何ら合

理的な根拠なく改変することは全く予定されていない。

ウ そして，強震動予測レシピの位置づけや，強震動予測レシピにおける強

震動予測手法が，地震調査委員会による検証（乙第73号証1ページ）の

結果，信頼性が高いものであることについては，被告第9準備書面第2の

4 ( 1 7及び 18ページ）及び被告第 11準備書面第 2 ( 1 3ないし 18 

「
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ページ）において述べたとおりである。現に，前記アで述べたとおり，強

震動予測レシピは，平成28年4月に生じた熊本地震の後，河年6月及び

同年12月に改訂されているが，地震モーメントの値を求める式である「入

倉・三宅式J（同号証4ベ｝ジの（3）の式）や，短周期レベルの値を求め

る式である「壇ほか式J（同号証9ページの（12）の式）を修正するなどの

変更はされていない。

(2）基準地震動の策定過程における強震動予測レシピの位置づけ

前記 3(2）で述べたとおり，「断層モデルを用いた手法による地震動評価J

においては，基準地震動の策定に当たり，基本震源モデルを策定し，その地

震動を評価することになるが，基本震源モデルの策定においては，震源断層

のパラメータが，活断層調査結果等に基づき，強震動予測レシピ等の最新の

研究成果を考慮し設定されていることを確認することとされている（地震動

審査ガイド I. 3 . 3 2 ( 4）① 1 ）〔乙第 52号証4及び5ページ〕）。こ

のように，強震動予測レシピにおける研究成果を考慮するのは，図 1に示し

た基準地震動の策定過程のうち，主に基本震源モデルの地震動評価の場面（図

1の②段階）においてである。

(3）基本震源モデルとして策定される地震動は，科学技術的に標準的・平均約

な地震動であることが求められるのであり，それを評価するための方法論で

ある強震動予測レシピの…部のみを改変することにはおよそ合理性がないこ

と

ア 前記 3(1）イで述べたとおり，基準地震動は，前記（2）で述べたような基

本震源モデルの地震動評価のみによってそのまま策定されるものではな

く，更に不確かさを考慮した上で策定されるものである（図 1の③段階）。

そして，震源モデルの不確かさを考慮する場合には，「敷地における地震

動評価に大きな影響を与えると考えられる支配的なパラメータについて分

析し，その結果を地震動評価に反映させることJ（地震動審査ガイド I. 
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3. 3. 3 (2）①1 〔乙第52号証6ページ〕及び設置許可基準規則の解

釈別記2の5二⑤〔乙第44号証12 8ページ〕）が求められる。

そうすると，基本震源モデルの震源特性パラメータ及びそれに基づき算

出される地震動は，その後に行われる不確かさの考慮の検討のベースどな

るものであるから，いかなる要素が f地震動評価に大きな影響を与えると

考えられる支配的なパラメータJかなどを詳細に分析ができるよう，科学

技術的に標準的・平均的な地震動であることが求められているというべき

である。

イ 以上に加え，前記（1）で述べたとおり，強震動予測レシピが，多くの地

震学の専門家による検証を経て取りまとめられた最新の知見に基づくもの

であり，最もあり得る地震と強震動，すなわち，平均的な地震動を評価す

るための方法論であることも踏まえれば，基本震源モデルの地震動評価（~

1の②段階）においては，強震動予測レシピをそのまま用いるのが，最も

合理的というべきである。仮に，強震動予測レシピの一部のみを改変する

とすれば，基本震源モデノレの地震動評価（図 1の②段階）において，科学

技術的根拠に乏しい特性化震源モデルが設定された上で，同モデルに基づ

く地震動評価がされることとなり，かえって，その後に予定される不確か

さの考慮の検討を行うためのベース自体が揺らぐこととなり，不確かさを

考慮するための適切な分析及び検討が行えないという事態を招くおそれが

ある。

このように，強震動予測レシピは，地震学の専門家らが吟味して取りま

とめた，いわば一つのパッケージであり，そのパッケージとして機能する

強震動予測レシピの一部のみを改変することにはおよそ合理性がないとい

うべきである。

5 まとめ

(1）以上に述べたように，基準地震動の策定過程は，大局的には，①検討用地

門
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震の選定，②地震動の評価，＠基準地震動の策定に分けられるところ，②の

うち「断層モデルを用いた手法による地震動評価j に当たっては，基本震源

モデルの策定が前提となる。そして，基本震源モデルの策定においては，地

震動審査ガイド及び地質審査ガイドで保守的に策定されることが予定され，

また，策定した基本震源、モデノレを前提にした地震動評価の際には，基本震源

モデルが敷地にもたらす標準的・平均的な地震動（基本ケースの地震動）を，

強震動予測レシピに基づいて評価することが予定されているc その上で，③

基準地震動を策定するに際し，地震動評価に大きな影響を与えると考えられ

る支配的なパラメータについて分析を行い，地震動の評価過程に伴う不確か

さを考慮して基準地震動を策定することになる。このように，基準地震動の

策定においては，単なる平均的な地震動をそのまま基準地震動として採用す

るのではなく，「断層モデルを用いた手法による地震動評価Jに当たって，

基本震源モデルが保守的に策定されることや，地震動の評価過程に伴う不確

かさの考慮、がされることから，何重にも保守的（安全側）に評価することが

予定されているのである。

(2）したがって，地震動審査ガイド I3. 2. 3 (2）における「その際－経験

式が有するばらつきも考慮する必要があるj としサ記載に関して，原告らが

主張するように，関係式（経験式）によって算出される地震モーメントMo

を修正しなかったとしても，上記のとおり基準地震動が保守的に設定される

ことが予定されていることからすれば，何ら不合理ではない。

かえって，原告らの主張は，専門家により全体として合理性があるとして

評価されている強震動予測レシピ全体の整合性を考慮することなく，その一

部の関係、式で求められる数値の大小のみを殊更に取り上げるもので3あって失

当である。また，強震動予測レシピそれ自体が平均的な地震動を評価するた

めの手法であることを指摘して基準地震動が過小評価となる旨の原告らの主

張は，これまでに述べた基準地震動の策定過程を正解しないものであって，
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理由がない。

第2 「入倉・三宅式」を用いた場合，基準地震動が過小評価になる旨の原告らの

主張に理由がないこと（原告ら準備蓄商（13）第3 〔13ないし 15ページ〕，

原告ら準備書面（17）第3ないし第5 〔5ないし 24ページ〕，原告準備蓄商（1

8）第2 〔6ないし 8ページ〕に対する反論）

1 はじめに

原告らは，「入倉・三宅式j を用いた場合，策定される基準地震動は過小評

価になる旨主張し，その根拠として，①島崎発表（原告ら準備書面（13）第3〔1

3ないし 15ページ〕），② f武村式」が日本の地震の特性を反映しているこ

と（原告ら準備書面（17）第 3 〔5ないし 8ページ〕），③熊本地震を受けた島

崎提言と規制庁試算（問書面第4 〔8ないし 13ページ〕），④島崎提言に対

する入倉氏の批判に理由がないこと（問書面第5 〔13ないし 24ページ）），

⑤福井県地震のデータ（原告ら準備書面（18）第2 〔6ないし8ページ〕）を挙

げる。

しかしながら，①島崎発表は，科学的な誤りを含むものであるから，同発表

を根拠とする原告らの主張には理由がない（後記 2）。また，②最新の科学的

知見によれば，国内外の地震のスケーリング別に差違はないと評価されている

から，日本の地震データのみに基づいて策定されたことを理由として「武村式」

を用いるべきとする原告らの主張には理由がない（後記3）。さらに，③熊本

地震を受けた島11蒔提言は科学的な誤りを含むものであり，原告らは規制庁試算

の趣旨を誤って理解しているから，原告らの主張には理由がない（後記4）。

その上，④島崎提言に対する入倉氏の批判を論難する原告らの主張は，震源イ

ンパージョン解析に係る誤った理解を前提とするものであって理由がない（後

記 5）。最後に，⑤福井県地震のデータを用いた原告らの主張は，データの持

つ意味を理解しないもので、あって理由がない（後記6）。
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以下，詳述する。

2 島崎発表は科学的な誤りを含むものであるから，島崎発表を根拠とする原告

らの主張には理由がないこと（原告ら準備蓄面（13）第3 〔13ないし 15ペー

ジ〕に対する反論）

(1) 原告らの主張

原告らは，島崎氏が，平成 27年5月の日本地球惑星科学連合大会におい

て，「例は少ないが（4) （引用者注：「入倉・三宅式J）を用いると地震モー

メントが過小評価される傾向が明らかとなったJ（甲第 13 7号証）と発表

し，同年 10月の日本地震学会の大会や同年11月の日本活断層学会の大会

においても，同趣旨の発表を行った（甲第 14 6号証ないし甲第 14 8号証）

ことなどを理由に，「入倉・三宅式j に基づき地震モーメントを求めると基

準地震動が過小評価になるとする。その上で，被告が，島崎発表における「入

倉・三宅式Jと強震動予測レシどにおける「入倉・三宅式j とでは断層面積

及び断層長さの捉え方が異なると主張したのに対し，島崎発表は，「活断層

の長さから推定する地震モーメンれという観点から複数の経験式を比較す

るものであるから，各経験式に入力する数値を揃えるのは当然であり， f同

じ数値を入力すると入倉・三宅式による値が有意に低くなるJどいう島崎発

表の結論との関係では，被告が指摘する差違は問題とならない旨主張する（原

告ら準備書面（13）第3の2及び3 〔13ないし 15ページ〕）。

(2）島崎発表の内容

そもそも，島崎発表は，学会での発表であって査読，すなわち，投稿論文

の内容について複数の専門家による査定を経て受理された正式な論文ではな

く，その内容を見ても前提とした数値の根拠や計算過程等が不明なものであ

るから，確たる科学的知見とは評価し難いものである。

それをおくとして島崎発表の内容を見ると，同発表は，断層長さ（L）と

地震モーメント（Mo）との関係、式について， fわかりやすさを重視して表
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現する」として，（1）ないし（4）の合計4つの式を挙げている（甲第 13 7号

証，甲第 14 8号証）。そして，間発表における（4）の式が「入倉・三宅式j

であるとしたよ，「厚さ 14 k mの地震発生属中のまま直な断層を仮定し（4)

を導いたj と説明している（甲第 13 7号証）。すなわち，島崎発表は，断

層幅を固定し，断層の長さに依拠して断層面積を捉える手法を用いているも

のと考えられる。

また，島崎発表は， f断層モデルを想定する際には，震源、断層の長さ（あ

るいは面積）と地震モーメントとの関係式が使われる。ここで，地震発生前

に使用できるのは活断層の情報であって，震源断層のものではないことに注

意しなければならない。Jとした上で（甲第 14 8号証），「事前にわかる活

断層の長さj としサ視点で「適切な経験則Jを選ぶ必要があると結論づけて

いる（乙第 60号証1枚包）。そうすると，島崎氏は，地震モーメントMo

を策定する際には， I事前にわかる活断層長さj の数値を用いるべきどして

いるものと考えられる。

(3）島崎発表において「入倉・三宅式」とされている関係式は，強震動予測レ

シピにおける「入倉冒三宅式Jそのものではなく，島崎発表は，科学的根拠

なく同式を変形させていること

ア被告第9準備書面第3の2(1) ( 2 0及び21ページ）で述べたとおり，

「入倉・三宅式j は，地震動を生成する主要な断層運動は地下にある斯層

面（震源断層）での動きであり，地表に現れる断層変位（地表地震断層）

は地下にある断層の運動の結果にすぎないため，地表地震断層の動きのみ

から断層運動全体を特性化することが閤難であることを前提に，震源断層

での動きに着目して，震源断層面積Sど地震モーメントMoとの関係式を

策定するものである。すなわち， f入倉・三宅式」は，上記の考え方に基

づき，過去に発生した地震に係る地震モーメントMoの数値と震源断層面

積Sの数値から策定されたものであり（甲第 96号証85 2ページ右段3

－
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行自以下），参照された地震データの震源、断層面積Sは，いわゆる震源イ

ンパージョン等に基づくものである（悶号証85 2ページ右段 1行目以

下）。このように，「入倉・三宅式Jが前提とする震源断層面積Sは，地

表に現れた断層長さをそのまま用いるものではなく，震源周辺の複数の観

測地点で得られた地震観測記録から具体的な震源断層を推定して高精度に

断層面積を求めるという震源インパージョンの手法在前提として，個別に

断層面積，震源断層長さ，断層幅等を求めるものである。

イ これに対し，島崎発表において「入倉・三宅式」とされた式では，前記

(2）で述べたとおり，本来，断層ごとに倒jj!Jに求めるべき断層幅を 14 k 

m，断層傾斜角を垂直に湿定した上で， fわかりやすさを重視」するどし

て断層長さ Lと地震モーメントMoの式へと変形している。すなわち，島

崎氏は，震源断層面積Sから地震モーメントMoを導く関係式である「入

倉・三宅式j の「Sニ4.24×10 11×Mo1/2 (Mo~三 7. 5×l025dyne cm 

の場合）Jという式を，断層長さ Lから地震モ｝メントM。を導く式に変

形するため，断層幅を 14kmという固定値に仮定し，断層傾斜角を黍直

に仮定した上で，「S(km2）＝断層長さ L×断層幡Wニ（L(m）×10 3) 

×14 (km) Jとした上で，これを「入倉・三宅式」に代入して変形し，

「Mo=l.09×1 0 l 0×L, Jなる式（甲第 13 7号証の（4）の式）を導い

ているのである。

したがって，島崎発表は，震源、断層面積を個別具体的に把握することを

前提として策定された「入倉・三宅式Jを，断層長さのみに依拠して地震

モーメントMoを算出する式に変形しているということができ， f入倉・

三宅式Jの科学的な意義を踏まえないものである。そうすると，「入倉・

三宅式」の科学的な意義を踏まえずに問式を変形した上で，他の関係式と

比較するという島崎発表の手法自体，科学的な合理性を欠くものである。

なお，島u荷氏は，断層楢Wを14kmとする根拠について，伺号証にお
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いて具体的に示していないが，後に，日本列島全体を概観することで，一

律に地震発生層厚さ 14kmの値を設定したと説明している（甲第15 2 

号証65 5及び65 6ページ）。しかしながら，「入倉・三宅式j は，個

別具体的に震源断層面積を把握することを前提とする関係式であるから，

いずれにしても島崎発表の手法自体に科学的な合理性がないことに変わり

はない。また，地質審査ガイド及び地震動審査ガイドにおいては，地震発

生層の上端と下端は，当該地域についての綿密な調査結果に基づき個別具

体的に設定されることが予定されているから（地質審査ガイド I.4. 4. 

1 (2）〔乙第45号証 18ページ］及び地震動審査ガイド I. 3 . 2 . 2 (1) 

(2）〔乙第 52号証3ページ〕），実際の新規制基準適合性審査も「入倉・

三宅式」における震源、断層面積の捉え方に整合的である。

(4）島崎発表における「入倉・三宅式Jの適用方法は科学的に誤っていること

ア 前記（3）で述べたとおり，そもそも，島崎発表において「入倉・三宅式j

とされた式は，本来の「入倉・三宅式j どは異なるものであるが，この

点をおくとしても，以下に述べるとおり，島崎発表における「入倉・三

宅式Jの適用方法は科学的に誤っている。

すなわち，官官記（3）アで述べたとおり，［入倉・三宅式j は，震源イン

ノ〈ージョン等から求められた震源断層面積に基づき策定された式である

ことから，本来，同式を用いる場合，断層長さとしては，地下に存在す

る震源断層の長さ（以下 rLs u b j ということがある。）を設定する

ことが必要となる。しかしながら，島崎発表では，「地震発生前に使用

できるのは活断層の情報j であるとして，独自に採用した断層長さ Lを

島崎発表において「入倉・三宅式Jとされた式に設定し，次の表のとお

り，各関係式を比較している（甲第 14 8号証2枚目）。そして，島崎

氏が採用した断層長さ Lについては，その根拠が明確にされていないた

め必ずしも判然としないが，地表に表れた断層の長さであると考えられ
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る（甲第 15 2号証65 8ベ｝ジ左段参照）。

OBS T vs ERC IM 

1891 180 210 180 130 52 

1930 27 32 28 21 7.9 

2011 11 17 14 11 5.5 

1927 46 48 41 19 12 

1943 36 39 34 18 9.8 

1945 10 19 17 9 19 

1995 24 45 39 20 11 

【表］地震モーメント実測値と推定値
単位： 1018Nm

（引用者注〉
OBS：観測値， T：武村（1998),YS：山中・島崎（1999)
ERG：地震調査委員会（2006),IM：入倉，三宅（2001)

1981濃尾地震， 1930：北伊豆地震， 2011・福島県浜通り地震
1927丹後地震， 1943：鳥取地震， 1945：三海地震
1995会兵庫県南部地震

イ この点，最新の知見である宮腰研氏らによる f強震動記録を用いた震源

インパージョンに基づく国内の内陸地殻内地震の震源パラメータのスケー

リング郎の再検討J （乙第61号証。以下「宮腰ほか（ 2015)J とい

う。）では，震源インパージョンの手法によって層内の内陸地殻内地震の

震源パラメータのスケーリング則（関係式）を再検討しており，その中で

は，上記表の各地震に関する Ls u bも示されているところ， I宮腰ほか

(2015)J で示されたLs u bの数値と島崎発表における断層長さ L

の数値とは顕著に異なっている。

以下では，「宮腰ほか（ 2015)J で取り上げられた内陸地殻内地震

について，島崎発表において適用された地震の断層長さ Lが，「宮腰ほか

(2015)J における L s u bと異なっていることや，断層長さの根拠

が不明確で到底科学的なものとはいえないことを具体的に指摘する。

(7) 1 8 9 1年濃尾地震（上記表の「 1 8 9 1」槻）について

a 島崎発表における断層長さ L

島崎氏は，地震モーメントの観測値（0BS）は「Moニ 1.8E+20

NmJ  （「1.SE十20J は，「l目 8×1020Jを意味する。）であるのに対し，

A
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島崎発表において f入倉・三宅式j とされた式によって求められた値

(IM）は IM0=5.2E十19NmJであるから，これが過小である

と指摘するようである。

島崎氏は，上記式に設定した断層長Lを示していないが，上記表の

il891J欄の fI MJ欄に該当する地震モーメントの値「52 J 

と，甲第 14 8号証に示された4つの式との関係から， Lを69km

としていることが推測される。キ1

b 他の文献における断層長さ

これに対し， f宮腹ほか（ 2015）」によれば， 18 9 1年の濃

尾地震について，震源インバ｝ジョンの結果， Ls u bが122km

であったことが示されている（乙第61号証11ページ表6の「No.J

1の「L印刷欄）。

また， f也の文献においても，濃尾地震の断層長さを 69 k mとする

ものは見当たらない0 {Jijえば， f武村式」が前提とする地震データセ

ットでも，濃尾地震の断層長さは85kmとされている（甲第97号

証 21 3ページ「 tablel.J 「18 9 1 /Nob i j欄参照）。

c 小括

このように，島崎発表における濃尾地震の断層長さ Lは，震源、イン

ノ〈｝ジョン解析の結果得られたLs u bとは異なっている。また，同

地震に係る他の文献における断層長さとも異なっており，いかなる根

拠に基づいて「69 kmJ ど設定したのかが不明で、ある。

*1 島崎発表において f入倉・三宅式j とされた式は「Mo=1 0 9×1 0 1 0×L 2 Jで

あるから，同式における「MoJに前記表の rMo=5 2 E十 18 (Nm)Jを代入して計算

すると， Lの値として約69kmが得られる。
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前記イで述べたとおり，島崎氏は，島崎発表において，地震モーメ

ントMoを策定する際には「地震発生前に分かる活断層長さ」を用い

るべきであるとするようであるが，現在から 12 0年以上前に発生し

た濃尾地震について，その発生前における活断層長さを，どのように

して把握することができたのか，極めて疑問である。したがって，島

崎氏は，島崎発表において前提とした断層長さ Lの科学的根拠を示し

ていないといわざるを得ない。

島崎発表のように経験式により推定される地震モーメントを比較検

討するのであれば， f入倉・三宅式Jを用いる際には，震源インパー

ジョン解析結果を収集・整理した f宮腰ほか（ 2015)Jが示すL

s u bニ 12 2 kmにより算出される断層面積を用いるのがより適切で

ある。ところが，島崎発表では，何ら根拠を示すことなく，断層長さ

として上記Ls u bよりも短い 69k mを設定しており，科学的な合理

性は見いだし難い。

（イ） 1 9 9 5年兵庫県南部地震（上記表の「 19 9 5」欄）について

a 島崎発表における断層長さし

島崎氏は，地震モーメントの観測値（0BS）は「Mo=2.4E +19 

NmJであるのに対し，島崎発表において「入倉・三宅式Jとされた

式によって求められた値（ IM）は「Mo=l目 lE十19NmJであるか

ら，これが過小であると指摘するようである。

そして，前記（了） aと同様に断層長さ Lを計算すると，島崎氏は，

3 2 k mと設定していることが推測されるへ

*2 Mo=l 09×1 0 1 0×L2のMoに前言己表の ri995J欄の fI MJ欄に該当す

る rllJE+lS(Nm）を代入して計算すると， Lの値として約32 k mが得られるo
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b 他の文献における断層長さ

これに対し，「宮腰ほか（ 2015)Jは， 19 9 5年兵庫県南部

地震について，震源インバージョンの結果， Lsubが64kmであ

ったと評価している（乙第 61号証5ページ表 3の「No.」1の rLeng

thJ欄）。

また，他の文献においても，兵庫県南部地震の断層の長さを 32k

m ど指摘するものは見当たらない。例えば，地震調査委員会による「六

甲・淡路島断層帯の長期評価についてj （乙第69号証 l, 8及び 1

9ページ）では六甲・淡路島断層帯を 71 k mとしており，同地震発

生前に刊行された文献（乙第70号証4ページ以下）では，総延長7

0ないし 80km程度の断層帯が図示されている。

c 小括

このように，島崎発表における 19 9 5年兵庫県南部地震の断層長

さLは，震源インバージョン解析の結果得られたLs u bとは異なっ

ている。また，同地震に係る他の文献等における断層長さとも異なっ

ており，特に，地震発生前の文献において 70～80k mの断層帯が

示されているにもかかわらず，し、かなる根拠に基づいて，その一部で

ある「 32 kmJ を設定したのかが不明である。したがって，島崎氏

は，島崎発表において前提とした断層長さ Lの数値について科学的根

拠を示していないといわざるを得ない。

島崎発表のように経験式により推定される地震モ｝メントを比較検

討す石のであれば，「入倉・三宅式Jを用いる擦には，震源インパー

ジョン解析結果を収集・整理した「宮腰ほか（ 2015)Jが示すL

sub=64kmにより算出される断層面積を用いるのがより適切であ

る。ところが，島崎発表では，何ら根拠を示すことなく，断層長さと

して上記Ls u bよりも短い 32kmを設定しており，科学的な合理性
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は見いだし難い。

（ウ） 2 0 1 1年福島県浜通りの地震（上記表『20 1 1」欄）について

a 島u時発表における断層長さ L

島崎氏は，地震モーメントの観澱値（OBS）は IM。＝l.1E+19

NmJであるのに対し，島崎発表において「入倉・三宅式」とされた

式によって求められた値は 1Mu=5.5E十18NmJであるから，これ

が過小であると指摘するようである。

そして，前記（T)aと同様に計算すると，島崎氏は， Lを19 . 5 

k mとしていることが推測されるへ

なお，上記「 19. 5 k mJについては，東京電力株式会社（以下

f東京電力Jという。）による報告書（乙第71号証2ページ）にお

ける「井戸沢断層Jの長さを用いたものと推測される（甲第 15 2号

証 65 7ページ左段）。

b 他の文献等における断層長さ

これに対し，「宮腰ほか（ 2015)Jは， 20 1 1年福島県浜通

りの地震について，震源インバージョンの結果， Ls u bを40km

と評価している（乙第61号証5ページ表3の「No.J 4の「LengthJ

欄）。そして，「宮腰ほか（ 2015)J が引用する文献（乙第72号

証）では， Lsub40k mが，井戸沢断層のLsub26k mと湯

ノ岳断層のLsubl4kmの合計値であるとした上で，地震モーメ

ントMoニ 1.1 E十19Nmを井戸沢断層（Moニ 7.SE十18Nm）と湯ノ

*3 Mo二 1. 0 9×1010XL2のMoに上記表の「20 1 1 J欄の「 IMJ欄に該当す

る「5‘ 5JE+l8(Nm）を代入して計算すると， Lの値として約 19. 5 k mが得

られる。
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岳断層（Mo=3.6E十18Nm）の合計値としている（同号証249及

び 25 0ページ）。これは， 20 1 1年福島県浜通りの地震が，井戸

沢断層と湯ノ岳断層の双方の断層の活動によるものと解されるからで

ある（同号誌25 5ページ左段）。

以上の事実を踏まえれば， 20 1 1年福島県浜通りの地震の震源断

層のLsubについては，井戸沢断層と湯ノ岳断層とを併せた40k

mと考えることが，科学的に相当である。

c 小括

このように，島崎発表では， 20 1 1年福島県浜通りの地震を発生

させたとみることが科学的に相当である 2つの断層のうち，井戸沢断

層の長さである 19. 5 k mのみを用いており，湯ノ岳断層を用いな

かったことについて科学的根拠を何ら示していない。

仮に，島崎発表において， 20 1 1年福島県浜通りの断層長さ Lに

ついて，井戸沢断層の長さに祁当する 19. 5 k mを用いるのであれ

ば，地震モーメントMoの「綴測値j は，湯ノ岳断層が影響を与えた

部分を除去しなければならないはずで、あるのに，かかる対処をしてお

らず，科学的な合理性は見いだし難い。

この点については，前記アのとおり，島崎発表において，「地震発

生前に使用できるのは活断層の情報であ」るとされていることから（甲

第 13 7号言正），島崎氏において，活断層として評価できるのは井戸

沢断層のみであると評価した可能性がある。ところが， 20 1 1年福

島県浜通りの地震発生以前に刊行された文献においては，井戸沢断層

のみならず，湯ノ岳断層も活断層として示されているから（乙第70 

号証2及び3ページ），仮に井戸沢断層のみを活断層であると評価し

たのであれば，科学的根拠を欠く評価ということになる。また，島崎

氏が井戸沢断層の長さとして採用した 19 . 5 k mだけとってみても，
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f宮腰ほか（ 2015）」が井戸沢断層のLs u bとして示す26k

m！こ対して短い。

島崎発表のように経験式から推定される地震モーメントを比較検討

するのであれば， f入倉・三宅式」を用いる際には，震源インバージ

ョン解析結果を収集・整理した「宮腰ほか（ 2015）」が示す，湯

ノ活断層と井戸沢断層を合わせたL s u b=4 Okm！こより算出される

断層面積を用いるのがより適切である。ところが，島崎発表では，井

戸沢斯層のみを選択し，かつ断層長さとしてLs u bよりも短い 19. 

5 kmを設定しており，科学的な合理性は見いだし難い。

（工）小括

以上に述べたとおり，島崎発表のうち，最新の科学的知見である「宮

腰ほか（ 2015)Jで取り上げられた内陸地殻内地震について見ると，

震源断層に基づき策定されている「入倉・三宅式j の前援を無視して独

自に断層長さ Lを同式に設定していることが明らかである。しかも，そ

の断層長さ Lの根拠も何ら科学的知見に基づかないものである。

したがって，このような学会発表に依拠した原告らの主張が，およそ

合理性を欠くものであることは明らかである。

(5）まとめ

以上のとおり，島崎発表において「入倉・三宅式j とされた式は，本来の

「入倉・三宅式j を，島崎氏が断層長さ Lと地震モーメントMoとの関係式

に科学的な根拠なく変形したものであり，強震動予測レシピが採用する，断

層面積Sと地震モーメントMoの関係を表す本来の「入倉・三宅式」ではな

い。このように変形された式によって導かれる数値は，当然のことながら，

本来の「入倉・三宅式Jによってi尊かれる数値とは全く異なるものであり，

そのような式ないし数値による比較検討など科学的に何ら意味を有するもの

ではない。また，島崎発表において用いられた個別の地震に係る断層長さ L
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は，最新の科学的知見によって評価された地下の震源断層長さとは異なって

し、る。

したがって，このように科学的根拠がなく，かっ，合理性を欠く島崎発表

に依拠した原告らの主張は失当である。

3 f武村式Jを用いるべきとする原告らの主張に理由がないこと（原告ら準備

書面（17）第3 〔5ないし 8ページ〕に対する反論）

(1)原告らの主張

原告らは，「入倉・三宅式」が基としたデータは「世界的に広くばらつい

ているデータの平均値Jである上， f入倉・三宅式は北西アメリカの地震に

近い特性を表しているともいえるj のに対して，「武村式」が基としたデー

タは日本のみのデータの平均値であり，「武村式は日本の地震の特性を表す

式と見なすことができるj ところ，北西アメリカと日本の地震の特性には違

いがあり，入倉氏自身も，かかる特性の違いを認める研究論文を 19 9 3年

（平成5年）に発表しているのであるから（甲第 15 1号証29 2ぺージ），

地震モーメントの設定に当たっては，「入倉・三宅式」ではなく「武村式J

を用いるべきであると主張する（原告ら準備書面（17）第3 〔5ないし8ペー

ジ〕）。

(2）国内外の地震のスケーリング買lj （関係式）に差違はないこと

しかしながら，最新の科学的知見である「宮腰ほか（ 2015)Jにおい

て，「 19 9 5年以降に発生した園内の内陸地殻内地震の震源インパージョ

ン結果から抽出される震源断層の長さは地震本部の簡便化手法のスケーリン

グ則とよく一致しており，さらに国外のデータとも調和的である。このため，

両者の断層長さのスケーリング則の違いの要因として，国内外のテクトニツ

クな違いは認、められない。J（乙第 61号証11ページ3ないし 6行目）と

指摘されていることからも明らかなとおり，最新の地震学の知見によれば，

国内外の地震のスケーリング具ljには違いがないとの評価が一般的である。そ
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して，入倉氏が上記「宮腰ほか（ 2015）」の執筆者の一人であることも

踏まえると，原告らが指摘する入倉氏の上記研究発表（甲第 15 1号証）は，

その後の知見の進展によって修正されているというべきである。

したがって，国内外の地震のスケーリング則には差違はないと評価するの

が相当であるから，国内外の地震の特性に差違があることを理由とする原告

らの主張は，その前提を欠き，理由がない。

4 島崎提言は科学的な誤りを含むものである上，原告らは，原子力規制庁によ

る試算の趣旨を誤って理解していること（原告ら準備書面（17）第4 (8ないし

1 3ペ…ジ〕に対する反論）

(1) はじめに

原告らは，島崎氏が，平成28年4月に発生した熊本地震に照らせば「入

倉・三宅式」が過小評価をもたらす旨評価した上（甲第 15 2号証参照），

原子力規制委員会に対し，「武村式」等の「入倉・三宅式j とは異なる式を

用いて基準地震動を評価し直す必要がある旨提言したところ，これを受けた

原子力規制庁が， f武村式j を用いて試算し，島崎氏の上記提言を追認した

などとして，同地震が，「まさに日本の地震の特性の入倉・三宅式からの希

離を如実に示したj と主張する（原告ら準備書面（17）第4 〔8ないし 13ペ

ージ］）。

以下では，上記島崎氏の提言における「入倉・三宅式Jに対する批判が科

学的に誤っていることを述べ，同提言を根拠とする原告らの上記主張に理由

がないことを明らかにする（後記（2））。また，原告らの主張は，原子力規

制庁による試算の意義を理解せずにするものであって理由がないことを明ら

かにする（後記（3））。

(2）島崎提言を根拠とする原告らの主張に理由がないこと

ア 島崎提言の内容

原告らが上言己主張の根拠とするのは，島崎氏による f最大クラスではな
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い日本海『最大クラス』の津波Jと題する論文（岩波 f科学J2 0 1 6年

7月号掲載。甲第 15 2号証）である。島崎氏は，同論文において，熊本

地震の地震モーメントの観測値はMoニ 4. 6 6×1019Nmであるとこ

ろ， f入倉・三宅式Jに対して断層面積S= 4 9 6 Km' （断層長さ Lニ 3

1 k m×断層幅Wニ 16 km）を適用して得られた地震モーメントはMo

= 1. 3 7×1019Nmとなり，問式では過小になるというものである（同

号証65 7ないし 65 9ページ。以下，向論文における島崎氏の提言を f島

崎提言Jという。）。

イ 島崎提言における「入倉・三宅式」に対する批判は，科学的に誤ってい

ること

(7) しかしながら，以下に述べるとおり，島崎提言は科学的に誤っている。

すなわち，前記2で述べたとおり，「入倉・三宅式jを用いる場合には，

同式の策定の前提とされた震源断層の長さ（Lsub）を設定しなけれ

ばならない。そして，熊本地震については，強震動データを用いた波形

インバージョン解析（注3）が行われているところ，震源パラメータと

して， Ls u b (Length）が r4 2 Jないし「 6OJ km，断層幅（Wi

dth）が「 18 Jないし「 24J kmで、あることが示されている（甲第

1 5 8号証5枚巨表 1）。そのため，「入倉・三宅式」を用いるのであ

れば，このLsub 4 2ないし 60kmという数値を設定しなければな

らない。

しかしながら，島崎提言では，熊本地震の地表地震断層の長さである

断層長さ Lニ 31 k mを設定している（甲第 15 2号証65 8ページ左

段の下から 14ないし 12行目）。このように，島崎提言では，本来設

定しなければならないLs u bではなく，「地表地震断層j の断層長さ

を設定して「入倉・三宅式」を用いているのであって，このことは，島

崎氏が「入倉・三宅式Jを正確に把握していないことを意味するもので
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ある。

（イ）また，島崎提言に対しては，「入倉・三宅式」の提唱者の一人である

入倉孝次郎氏（以下 f入倉氏j という。）から反論が示されている（甲

第 15 8号証）。すなわち，熊本地震については強震動データの震源イ

ンパージョン結果に慕づき評価がされているところ，入倉氏は，同評価

に基づけば， f地震モーメントが7.5E十18〔Nm〕（Mw6.5）・・・より大きい

地震に対しては， 20 1 6年熊本地震（M7.3）も含めて，入倉・三宅（ 2

0 0 1）の経験的スケーリング則と調和的であるJ（同号証5枚目）と

して， f入倉・三宅式jが熊本地震にも適用可能であることを明らかに

している。

さらに，入倉氏は，（島崎提言の）「根拠として，熊本地震について

国土地理院が測地データによる均質すべり震源モデルを仮定して推定し

た暫定解を使用している。入倉・三宅（ 2001）は強震動記録や遠地

記録などseismicdata （地震学的データ）に基づいて震源断層の断層す

べりが不均質であることさと前提に，震源断層の大きさや強震動を出す領

域の大きさを評価している。このことは，島崎論文が入倉・三宅（ 2 0 

0 1) で取り扱っている地震学的データに基づく不均質震源モデルを

無視した議論ど結論を導いている，ことになる。却ち，岩波科学20 1 

6年7月号の島崎論文は， 20 1 6年熊本地震の震源モデルについて，

入倉・三宅（ 2001）のスケーリング則ど比較するには不適切な解析

結果のみを引用して，怒意的な結論を誘導している可能性がある。」（甲

第 15 8号証1及び2枚目）と述べ，島崎提言の問題点を指摘している。

（ウ）以上のとおり，島崎提言は，その前提として，「入倉・三宅式j を誤

って適用しており，そうである以上，かかる島崎提言における「入倉・

三宅式」に対する批判は科学的知見に照らして誤っていることは明らか

であり，また，そうした提言に基づく原告らの主張に理由がないことも
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明らかである。

ウ 「入倉・三宅式」が熊本地震にも適合することは，査読論文の内容にも

なっていること

(7）入倉氏らは， f入倉・三宅式Jの20 1 6年熊本地震への適用性と強

震動予測レシピによる強震動評価の有効性について論文（入倉氏ほか〔2

0 1 7〕rApplicability of source scaling relations for crustal 

earthquakes to estimation of the ground motions of the 2016 Kuma 

moto earthquakeJ）を取りまとめ，これを日本地震学会等の地球惑星

科学分野の学会（地球電磁気・地球惑星歯学会，日本地震学会，日本火

山学会， 日本測地学会，日本地球惑星科学会）が共同出版する欧文雑誌

である fEarth,Planetsand Space (EPS)Jの熊本地震特集号へ投稿し

た（乙第 75号証の 1）。この論文は，査読，すなわち，投稿論文の内

容についての複数の専門家による査定を経て受理されたものであり，専

門家によってその信頼性が担保されている。

（イ）入倉氏らの上記論文では，熊本地震における断層破壊面と地震モーメ

ントの関係が，スケーリング郊の第2ステージの標準偏差内に収まる旨

が述べられている（乙第75号証の 1 〔4ページ左段の 27行自第3段

落〕及び同号証の 2 ( 5ページ3行巨第2段落〕）。

スケーリング則の第2ステージとは， 3ステージモデル（断層面積S

左地震モーメントMoとの関係、式が地震規模に応じて 3段階あるとの考

え方）における 2段階自のことであり，具体的には「入倉・三宅式Jの

ことを意味する。これを図に示したものが，乙第75号証の 1の5ペー

ジのFig.2の図及び同号証の 2の5ページの図2であるが，同図に描か

れた 3色の直線が各々のステージの経験式を示しており，緑色の実線部

分が「入倉・三宅式j に当たる。他方，緑色の実線の上下に並行する緑

色の破線は，園内内陸地震の 1標準偏差を示すものである。標準偏差と
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は，平均を中心としたデータのばらつきを示す指標であり，通常は （］ （シ

グマ）で表示され，正規分布叫では， ±σ の範囲には約7割のデータが

入る（被告第 13準備書面12ページ脚注1参照）。

したがって，入倉らの上記論文にいう「熊本地震における断層破壊面

と地震モーメントの隠係が，スケーリング則の第2ステージの標準偏差

内に収まるj どは，熊本地震の震源インパージョン解析結果（乙第 75 

号証の 1Fig. 2の図及び同号証の 2鴎 2における赤色の三角形）が，入

倉・三宅式が平均をとるデータのばらつきの範囲内に，ほぼ収まってい

ることを意味している。

（ウ）以上のとおり，入倉氏らによる査読論文では，「入倉・三宅式j が熊

本地震における地震規模の場合においても適用されることが示されてお

り，このことからしても，島崎提言における「入倉・三宅式Jに対する

批判が科学的な合理性を見いだし難し、ものであるといえる。

(3）原子力規制庁による試算に基づく原告らの主張は，同試算の意義を理解し

ないものであって理由がないこと

アはじめに

原告らは，熊本地震に照らせば「入倉・三宅式Jを用いた基準地震動の

評価が過小評価となる旨の島崎提言を受けて，原子力規制庁が「武村式j

を用いて試算を行ったことをもって，原子力規制庁が島崎氏の評価を追認

したこと，上記試算では，基本ケースのみを対象としており，不確かさの

考慮が不十分であること，関西電力と同じ手法を用いたとしながら，「入

倉・三宅式Jを用いた場合の基本ケースの最大加速度が関西電力が設定す

る値と異なるこどを理由に，同試算が不合理で、あるなどと主張するようで

*4平均値を中心に大きい方にも小さい方にも同じように減っていく形になる分布

36 



ある（原告ら準備蓄面（17）第4(2）〔9ないし 13ページ］）。

しかしながら，以下に述べるとおり，原子力規制庁による試算の結果，

島崎提言の内容が不合理であることが明らかになっており，原子力規制庁

において島崎氏の評価を追認したとの原告らの主張がおよそ誤っているこ

とは明らかである（後記イ）。また，上記試算の手法が不合理であるとす

る原告らの主張は，上記試算の意義をおよそ理解しないものであって理由

がない（後記ウ）。

イ 原子力規制庁による試算の結果，鳥崎提言の内容が不合理であることが

明らかとなったこと

（了）そもそも，原子力規制庁による試算は，島崎提言を受けて行ったもの

にすぎず，新規制基準適合性に係る審査の一環として行ったものではな

い。すなわち，原子力規制庁が「試算j と位置づけていることからも明

らかなとおり（甲第 15 4号証1ページ），原子力規制庁が行った試算

は，地震モーメントを「武村式Jを用いて求めた場合と，「入倉・三宅

式Jを用いて求めた場合とを比較して，算出される地震動にどの程度の

影響や違いがあるかを確認するという，地震モーメントを設定する手法

の検証を目的として行ったものである。

（イ）そして，上記試算の結果，「入倉・三宅式j の代わりに f武村式Jを

用いたことで，矛盾ないし非現実的な結論が生じることとなった。

すなわち，強震動予測レシピのうち，「入倉・三宅式」に代えて f武

村式j を用いて計算したところ，本来，アスペリティの面積は断層面の

一部分（断層面積の0 2倍程度）となるはずであるのに（乙第73号

証 11ページ） , rアスペリティの総面積が震源断層の総面積より大き

くなり，アスベリティは震源断層の一部であることとの矛盾が発生j し

た（甲第 15 4号註1ページ）。

また，上記試算においては，同矛盾が生じないよう，強震動予測レシ
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ピに記載がないにもかかわらず， fアスペリティ総面積を関西電力と伺

じにしてアスベリティの応力降下量を算出するとともに，地震モーメン

トが変わらないように背景領域の応力降下量を大きく設定した」ものの，

その結果，本来，背景領域の応力降下量は通常2ないし3MPa程度で

あるにもかかわらず（同号証 10ベージ），それが f通常の約3倍とな

り，非現実的なj結論となった（同号証1ページ）。

このような矛盾ないし非現実的な結果が生じた理由は，強震動予測レ

シピの一部のみを取り出し，「入倉・三宅式Jを f武村式j に置き換え

たからにほかならない。レシピの一部のみ改変することに合理性がない

ことは，前記第 1の4(3) ( 1 6及び 17ページ）において述べたとお

りである。

以上の試算を踏まえ，原子力規制庁は，「この試算結果をもって，大

飯発電所の基準地震動の妥当性を議論することは適切ではない」（同号

証3ぺ｝ジ）と結論づけた。そのため，原子力規制庁が，島崎提言にお

ける評価を追認したものでないことは明らかである。この点，原子力規

制委員会の田中委員長も，記者会見において，試算結果に関して， f撤

回するん「イ吏えないj という趣旨の発言をしている（乙第76号証3,

4及び 14ページ，乙第 77号証12ページ）。

（ウ）以上のとおり，原子力規制庁による試算の結果，島崎提言の内容は，

非現実的・不合理で、あることが明らかになった。

なお，原告らは，上記試算結果について，原子力規制庁が，「規制に

おいて要求または推奨すべきアプローチとして位置付けるまでの科学的

・技術的な熟度には至っていなしリと指摘したこと（申第 15 4号証3

ページ）をもって，重要な問題が未解決であるなどと主張するが（原告

ら準備書面（17）第4(2）〔 12及び 13ページ〕），上記指摘は，島崎提

言が科学的知見たり得ない不合理なものであることを端的に述べるもの
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であって，原告らの主張は趣旨を理解しないものである。

ウ 原子力規制庁による試算が不合理である旨の原告らの主張に理由がない

こと

('i')基本ケースを検証することに合理性があること

原告らは，前記アのとおり，原子力規制庁による試算について，基本

ケースしか検討していないどして批判する。

しかしながら，前記イにおいて述べたどおり，上記試算は，基本震源、

モデルにおける地震モーメントを求めるための式である「入倉・三宅式j

を「武村式jに置き換えた場合に求められる地震動に対する違い等の確

認を目的として行われたものであるから，かかる目的に照らせば，標準

的な基本震源モデルを用いて検証を行うのが最も目的にかなうというべ

きである。そして， f入倉・三宅式」を「武村式Jに置き換えた結来，

基本震源、モデルを計算した段階で，非現実的な結論となることが判明し

たのであるから，そこから更に不確かさの考慮に係る検討を行う必要が

ないことは明らかである。

（イ）上記試算の目的からすると震源特性パラメータである最大加速度を設

定するに当たり，関商電力が設定した値に合わせる必要喜がないこと

原告は，原子力規制庁の試算において，最大加速度の評価値を関西電

力のそれより低くしたと非難する。

しかしながら，上記試算の目的は，「入倉・三宅式Jを「武村式Jに

置き換えた場合に求められる地震動の違い等を確認することにある。上

記試算の目的からすれば，最終的な計算結果である最大加速度を関西電

力が設定する値に合わせる必要がないことは明らかである。原子力規制

庁としては，パラメータの設定に当たり，関西電力と同じ手法，すなわ

ち，推本による「震源断層を特定した地震の強震動予測手法j の震源、特

性パラメータ設定方法を基にした手法を用いたのであり（申第 15 3号
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証 1ページ），そうすることで，「入倉・三宅式Jと「武村式j のそれ

ぞれを同じ手法を用いて計算することができ，各式のみを置き換えた場

合の違い等を確認することができるのである。

（ウ）小括

以上のとおり，原子力規制庁による試算が不合理である旨の原告らの

上記主張は，いずれも理由がない。

(4）まとめ

以上のとおり，強震動予測レシピが採用する「入倉・三宅式Jを用いるこ

とには十分合理性があるのであって，科学的な合理性を有しない島崎提言を

根拠とする原告らの主張は，理由がない。

5 島崎提言に対する入倉氏の批判を論難する原告らの主張は，震源インバ…ジ

ョン解析に係る誤った理解を前提とするものであって理由がないこと（原告ら

準備書面（17）第5 〔13ないし 24ページ〕に対する反論）

(1）はじめに

原告らは，前記4(2）イ（イ） ( 3 4ページ）で指摘した，島崎提言を批判す

る入倉氏の論文が不合理であると主張し，その根拠として，①複数の研究者

が行った熊本地震に係る別の震源インパージョン解析結果に差異があること

から，問解析が不確実な方法である， fsomervilleet al. (1999) J （甲第1

6 1号証）における「トリミング（注4)Jの規範に根拠がない，福岡県西

方沖地震に関する中間報告からすると上記規範が当てはまらないことが明ら

かになったことなどを挙げる（原告ら準備書面（17）第5の2 [ 1 3ないし 2

0ページ〕）。また，②最新の地震解析結果が「入倉・三宅式j を支持して

いるとは言い難い（同書面第5の3 〔20及び21ページ〕），③「武村式j

の根拠となったデータセットを再検討すると「入倉・三宅式Jに近づくとの

論文の記載は不合理であることなどを挙げる（同書面第5の4 〔21ないし

2 3ページ〕）。
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以下では， ISomerville et al. (1999) Jにおける「トリミング」の規範

の意義について説明した上，「トリミングj 及び震源インパージョン解析が

不確実である旨の原告らの主張に反論する（後記（2））。その上で，最新の

地震解析結果は f入倉・三宅式」を支持しているといえること（後記（3)),

f武村式」の根拠となったデータセットの再検討を踏まえれば， f入倉・三

宅式Jが合理的なものであるといえること（後記（4））を明らかにするロ

(2）上記①に対する反論

ア 「Somervi 11 e et a I. (1999）」における「トリミング」の意義

「トリミングj どは，地震観測記録の解析によって地下の震源断層面積

を求める際に，当初の解析で求められた断層面の縁にある余分な部分を切

り落として断層面積Sを小さくし，適切な断層面積となるよう調整する手

法のことである。すなわち，震源インバージョンによる震源過程の推定で

は，震源断層面を仮定して設定し，その断層面上でのすべり分布を推定す

るが，震源断層の広がりは，直後の余震分布や地表断層等によって設定さ

れることから，上記の仮定した断層面をそのまま用いるのではなく，すべ

りの小さい領域などを切り捨てた（トリミング）上で，ある程度の断層す

べりが求められた領域を震源断層モデルサイズとすることになる（甲第1

5 8号証6枚目，甲第 16 1号証5枚目）。

イ 「Somerville規範Jの合理性

「Somervilleet al. (1999) Jにおいては，すべり量の平均値が「0.

3J倍未満である場合にトリミングするとの規範が示されている（以下，

同規範を「Somerville規範」というこどがある。）。

同文献には，同規範の根拠については示されてはいない。しかしながら，

同論文の共同著者の一人である入倉氏は，「宮腹ほか（ 2015）」（乙第

6 1号証）において，「Somervilleet al.では震源インパージョン解析

による断層面上の不均質すべり分布に基づき，平均すべり量の 0. 3 倍
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以上のすべり最をもっ領域を断層破壊領域としており，その規範で得られ

る巨視的震源パラメータ（断層長さや幅）は従来の調査結果と一致するこ

とが確認されている（入倉・三宅〔引用者注： r入倉・三宅（ 2001）」）J 

と，上記数値が基準として妥当で、ある根拠を端的に述べている（同号証3

ページ下から 3ないし 1行目）。さらに，「入倉・三宅（ 2001）」（甲

第96号証）においても， f信頼できる（reliable)Jと記述されているw

ells and Coppersmithのデータに係る震源断層面積と， rSomerv i 11 e規範J

に基づいてトリミングされたSomervilleのデータに係る震源断層面積とを

比較した結果，両文献のデータが整合的であること，すなわち，「Somerv

ille規範j の0. 3倍という基準でトリミングした断層面積（Somerville

のデータ）と， Wells and Coppersmithの震源断層データのうち信頼でき

るものとが整合的であることが示されている（甲第 96号証85 3ページ

図2(e) r断層面積J，同号証85 4ページ左段21行目以下）。

したがって，「Somerville規範J( 0. 3倍）は，科学的根拠を有する

ものである。

ウ 「トリミング」に係る原告らの主張に対する反論

原告らは，「0. 6 J倍を基準値としてトリミングすれば武村式と整合

的となると主張するようであるが（原告ら準備書面（17）第5の2ウ及びエ

（イ）〔 15ないし 17ページ〕），かかる基準値を用いる科学的な根拠は全

く存在しない。

また，原告らは，「震源インバージョンによって求められたのは，最終

すべり量であり，地震の最終的な結果である。この結果，余震分布などを

考慮して決めた断層面積は地震前より大きくなっているに違いないJ（原

告ら準備書面（17）第5の2エ（ウ）〔 17ページ〕）として， トリミングを

行うことそのものが不当であるかのような主張をする。しかしながら，前

記アにおいて述べたとおり，震源インバージョンでは，断層面が大きく設
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定される場合もあるからこそ，地震動の発生に寄与する実質的な破壊面積

（震源断層面）を求めるため，上記のような適切な基準に基づくトリミン

グを行うこととされているのであって，これが合理的な手）I債であることは

明らかである。

以上のどおり，震源インバージョンにおけるトリミングに関する原告ら

の主張は，理由がない。

ヱ 震源インパージョン解析の手法は不確定ではないこと

(7)原告らは，震源インパージョンは，「最初に設定した面積が大きけれ

ば大きな面積として出てくるものj であるところ，熊本地震の震源イン

ノ〈ージョンを行った「久保ほか（ 2016）」（甲 15 9号証）と「浅

野（ 2016)J （甲第 16 0号証）において，その解析結果である断

層面積の数値が大きく異なっていることからも分かるように，研究者が

設定する断層面積によって，その解析結果は大きく左右されることどな

るから，震源インパージョンは不確実な手法である旨主張するようであ

る（原告ら準備書面（17）第5の2アないしウ及びエ（了）〔 13ないし 1

7ページ］）。

（イ）まず，熊本地震についての震源インバージョンの結果としては，原告

らが指摘する「久保ほか（ 2016)J及び「浅野（ 2016)J のほ

か，「吉田ほか（ 2016）」も存在するが（甲第 15 8号証5枚目表

1 ），そもそも，上記3つの論文がいずれも震源インバージョンによっ

て解析していることからも明らかなとおり，震源インパージョンは，多

くの研究者が一般的に用いてし、る手法である。

また，原告らが指摘する「久保ほか（ 2016)J と f浅野（ 2 0 1 

6 ) Jにおける解析結果の数値の違いについては，各論文において使用

されたデータの違いなどによって生じたものである。すなわち，両論文

では，マルチタイムウインドウ線形波形インパージョン法（Hartzella 

つdA
A
 



nd Heaton, 1983）という悶じ解析手法を用いているが（甲第 15 9号証

1枚目，甲第 16 0号証1ページ）, r久保ほか（ 2016)Jが計27 

観澱地点での強震加速度波形記録を積分しで得た速度波形を用いている

のに対し（甲第 15 9号証1枚目，「浅野（ 2016)Jでは， 15観

測点の強震波形記録を使用しており（甲第 16 0号証 1ページ），使用

データが異なっている。そういったことなど、から，結論において数値上

の違いが生じたものと考えられる。

（ウ）さらに，上記各論文における震源インバージョンによって導かれた断

層面積の数値には違いが生じているが，その違いは取り立てて大きな意

味があるものではない。すなわち，甲第 15 8号証5枚目の表1及び図

5のグラフ上において，縦軸「 10 0 0 Jと緑色の実線（「入倉・三宅

式J）が交わる付近に，やや濃いオレンジ色の企が複数表記されている。

これらの企が，それぞれ，同表 1にある「久保ほか（ 2016)J，「浅

野（ 2016)J及び「吉田ほか（ 2016)J によって求められた断

層面積を表している（なお， f久保ほか（ 2016)J と「吉田ほか（ 2

0 1 6) Jは重なって見える。）。このように，これらは，いずれも近接

した位置にある上，同グラフにおける他のデータのばらつきの範囲に収

まっており，かっ，「入倉・三宅式」の付近に位置している。また，赤

色のやや大きい企が，上記3つの平均面積を表しているが，これは，ほ

ぼ「入倉・三宅式Jの線上に位置している。

以上のように，熊本地震についての震源インパージョンによって求め

られた断層面積に関する数値の違いは，取り立てて大きな意味があるも

のではなく，かえって，いずれの数値も，「入倉・三宅式Jとおおむね

調和的ど評価することができる。

（工）以上で述べたとおり，震源インバージョンの手法は不確定なものとは

いえず，また，原告らが指摘する熊本地震についての震源インパージョ
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ンによって求められた断層面積に関する数値の違いも取り立てて大きな

意味があるものではなく，原告らの上記主張は理由がない。

オ 福岡県西方沖地震に関する地震調査委員会の検証結果に関する原告らの

主張に理由がないこと

(7）原告らは，平成 17年に福岡県西方沖地震に関する地震調査委員会の

中間報告（甲第16 2号証の 1及び2）における断層面積の決め方が不

明である，あるいは，そこで震源インバージョンによって求められた断

層面積がトリミングに関する fSomerville規範Jを用いずに導かれたも

のである旨主張するようである（原告ら準備書面（17）第5の2オ（ 1 7 

ないし 20ページ〕）。

（イ）しかしながら，原告らの上言己主張は，上記中間報告の内容及び目的を

全く正解しないものというほかなく，理由がない。

まず，そもそも，上記中間報告では， トリミング？は行っておらず，モ

デル化の段階で， 28km×1 6 k mという一律の断層面が設定されて

いる。すなわち，問中間報告に，「震源モデルの設定において，断層面

の位置や面積，地震モーメントは全ケ｝スで同じ｛直としたJ（甲第 16 

2号証の 1 〔2ページ5行目〕）とあり，また，震源モデルの一覧表（甲

第 16 2号証の 2）の欄外に「モデル化において再設定jとあるように，

原告らが「ケース 1Jないし「ケース 4J として断層面積を比較してい

るいずれのケースにおいても，断層面積は向ーの値が設定されているの

であるから，全て同じ大きさになっていて当然である。

また，上記中間報告においては，「震源断層に関する既往の研究成果

を整理して『レシピ』を適用した強震動の計算を行い，実際に得られた

観測記録との比較を行い，『レシピ』における適用性やその改良すべき

点について検討を行ったJ（甲第 16 2号証の 1 〔1ページ〕）とある

ように，同報告の主たる目的は，強震動予測レシピの適用性を検証する
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ことであった。そのため，その検証に当たっては，断層形状等の基本と

なる部分は，そもそも 4つのケースで同ーの値を設定し，アスベリティ

位置等についてのみケースごとに既往モデルを採用して異なる設定を

し，これら複数ケースを用いて強震動予測レシピの適用性を検証したの

である。

（り）以上のとおり，上記中間報告では，検証過程における断層面積の設定

根拠が明確に示されており，また，断層面積の算出に当たってトリミン

グは関係がないのであるから，原告らの上記主張は，その前提を欠いて

おり，明らかに理由がない。

なお，上記中間報告においては，検討結果として，「いずれの解析ケ

ースも概ね観測値に対応する計算結果が得られた。特に広帯域の強震動

予測を目的とした『レシピ』による特性化震源モデルを設定したケース

4の場合，評価指標に対応していることもあり，観測記録との相関が最

も良好となった。J（甲第 16 2号証の 1 〔7ページ〕）とされており，

実際の地震に対して強震動予測レシどの適用性があると結論づけている

から，強震動予測レシピが実際の観測記録と整合することについては，

検証がされている。

(3）最近の地震解析結果は，「入倉・三宅式Jを支持していること

ア原告らの主張

原告らは，入倉氏及び宮腰研氏らによる「強震動記録を用いた震源イン

ノ〈ージョンに基づく国内の内陸地殻内地震の震源パラメータのスケーリン

グ別の再検討」と題する論文（入倉（ 2014）。乙第 57号証。）によ

れば，問論文の表 3 （同号証 15 2 8ページ）の「No.J 1ないし 8の各地

震の震源インバージョンの結果について，断層面積の設定に当たりトリミ

ング、を行っていないか，少なくとも fSomerv i 11 e規範j ではトリミングが

できないものであるから，その結果が「入倉・三宅式j に沿うのは当然で
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あって，仮に，「Somerville規範」以外の fより緩やかなトリミング方式j

を用いてトリミングをする場合には，断層面積が縮小することとなり，「武

村式」に近づく旨主張するようである（原告ら準備書面（17）第5の3 〔2

0及び21ページ〕）。

イ 原告らの主張に理由がないこと

('l) しかしながら，上記各震源インパージョンの結果について， トリミン

グが行われていない，「Somerville規範jではトリミングができないと

する原告らの主張については，根拠が何ら示されておらず，さらに，同

規範より f緩やかなトリミング、方式j を用いた場合には「武村式j に近

づくとの点についても，何ら立証がされていない。

（イ）以上の点をおくとして，仮に，上記各地震について震源、インパージョ

ン結果から震源特性パラメータの断層面積を求めるに当たり，「So血erv

ille規範j により断層面の一部が切り取れなかった（トリミングできな

かった）としても，それは，インバージョン解析で求められた震源断層

の縁辺部には，上記基準値であるすべり量平均値の 0. 3倍未満の部分

がなかったということである。すなわち，縁辺部のすべり量が基準値を

超えるものであったため，実際にトリミングする（切り取る）必要がな

かったということにほかならない。この場合，「Somerville規範j によ

るトリミングを実施しても，結果的に震源断層面積が変わらなかったと

いうにすぎ、ないのである。

また，「Somerville規範j が合理性を有することは，前記（2）イにお

いて述べたとおりであり，原告らが主張するような「別のより緩やかな

トリミング方式Jを用いる理由はない。

（ウ）以上のとおり， f入倉（ 2014)J による震源インバージョン結果

の収集・整理及び検討結果は，「入倉・三宅式jの合理性を基礎づけて

いるのであり，これを否定する原告らの主張は，理由がない。
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(4) 「武村式」の根拠となったデータセットに演する原告らの主張に理由がな

いこと

ア涼告らの主張

原告らは，「入倉（ 2014)J （乙第57号証）において，「武村式」

の基となった 10個のデータセットが古い手法で収集されたものである

旨指摘されていることについて， f入倉（ 2014)Jでは，上記デー

タセットのうち 5個が見直されて修正されているとした上で，そうした

修正後のデータセットによっても， f武村式Jから本質的な変化がない

などと主張する（原告ら準備書面（17）第5の4 〔21ないし 23ペー

ジ〕）。

イ 原告らの主張に理由がないこと

(7) まず，前提として，原告らは，見直されているのは5個のデータセ

ットであると主張するが，「入倉（ 2014)J の続編に当たる f宮

腰ほか（ 2015)J （乙第 61号証）では，更にデータの収集及び

整理を進めた見直しが行われており，「武村式Jの基となった 10個

のデータセットのうち，合計61固の地震について，震源断層長さ（L

s u b）及び断層幅Wが示されている（同号証 11ページの表 6）。

（イ）この点をおくとしても， f入倉（ 2014)J に関する原告らの検

討は，以下のとおり，明らかに誤っている。

a 原告らは， f入倉（ 2014)Jの表 5 （乙第 57号証 15 3 2 

ページ）において示された見直し後のデータセットだけでなく，見

直されなかった他のデータセットも併せて「修正データj と定義し

た上で，検証を行っている。

b しかしながら，同論文では，執筆時点で有用なデータが収集でき

た地震のみが検討の対象とされており，執筆時点で有用なデータが

得られなかった地震については，何ら検討が行われていないのであ
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って，元のデータセットが正しいとされたわけではない。したがっ

て，そのような元のデータも併せた上で検証を行うことは明らかな

誤りである。

具体的に述べるど，原告らは，「修正データj と定義したデータ

セットをグラフに表しているが（原告ら準備書面（17）〔 23ペー

ジ〕），見直されたデータセットである赤色の・は，いずれも一様

に上方（断層面積Sが大きい位置）に分布しているため，新たに検

討ないし見直しの対象であるデータセットのみに基づけば，本来，

最小二乗法によって求められる関係式は，涼告らが引いた線よりも

上の位置に引かれることになる。結局，原告らは，検討ないし見直

の対象となっていない，いわば信頼性に欠けるデータも含めたデー

タセットを基準として，従来の「武村式」に近い線を引き，「武村

式j から本質的に変化していないなどと主張しているにすぎないの

である。

。）以上のとおり，最近の地震学の知見に基づいても「武村式jが合理

性を有する旨の原告らの上記主張は，理由がない。

6 福井地震のデータセットを用いた原告らの主張に理由がないこと（原告ら準

備書菌（18）第2 〔6ないし 8ページ〕）

(1) 原告らの主張

原告らは， f入倉・三宅式J及び「武村式Iがそれぞれ基にしたデータの

うち，福井地震が唯一双方に共通するデータセットであるとした上で，同地

震について， f入倉（ 2014)J の表 5 （乙第 57号証 15 3 2ページ）

で示された値（断層長L=30km，断層幅Wニ 10 k m，断層面積S=3

0 0 km  2）を用いて「入倉・三宅式j によって地震モーメントを算出する

と，「 0. 5×1019NmJ となるが，これは実澱値である r2. 1×l 0 

19NmJ に対して有意に小さいから，より実機｛疫に近い地震モーメントを導
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くことができる「武村式」を採用すべきであると主張する（原告ら準備書面

(18）第2 〔6ないし8ページ〕）。

(2）原告らの主張に理由がないこと

ア まず，前提ξして，原告らは，「入倉・三宅式J及び「武村式jがそ

れぞれ基にしたデータセットのうち，福井地震が唯一双方に共通するも

のであると主張するが，例えば， 19 9 5年兵庫県南部地震も双方に共

通するデータセットであるため（乙第61号証4ページの表2及び同号

証9ページの表5），原告らの上記主張はそもそも誤っている。

イ そして，福井地震について，「入倉・三宅式Jを適用した場合に求め

られる地震モーメントが過小評価になるとの原告らの主張は，そもそも，

経験式の意味を正解しないものである。すなわち，被告第 11準備書面

第1の2(3）イ（ 8及び9ベ｝ジ）及び被告第 13準備蓄面第1の2 ( 7 

及び8ページ）において繰り返し述べたとおり，経験式は，ぱらつきの

ある複数の観測データを回帰分析して求めるものであるから，当該経験

式とその前提とされた観測データとの間には当然素離が生じるのであっ

て，被告も，経験式の基になった全ての地震について，その観測データ

と経験式で求めた値とが寸分違わず一致するなどと主張するものではな

し、。

経験式の持つ上記意味を踏まえれば，福井地震についても I入倉・三

宅式Jに何ら問題はないが，このことを，震源断層面積（ S）と地震モ

ーメント（M。）の関係と各経験式を示した次の図 2 （乙第61号証5ペ

ージの図 3(a）を基に，同号証11ページの表6に示された見直し後のデ

ータを設定した図。なお，乙第61号証は，乙第57号証左同じ著者が，

さらに検討を進めた結果を後に示したものであり，乙第57号証 15 3 

2ページの表 5にはなかった 19 7 8年伊豆大島地震が追加されてい
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を用いて説明すると以下のとおりである。
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の見直しヂー（乙第 61号証 11ページ）「宮腰ほか（ 2015)J表 6図2

タを断層面積一地震モーメン卜関係のグラフに表示したもの

乙第 61号証 11ページの表6に掲載さ上図に示された赤色の．が，

震源インパージョンの結果を収集 ・整理したデータである。れている，

が収集・整理した（乙第 57号証）「入倉（ 2014)J上図のとおり，

より（緑色の実線）「入倉・ 三宅式j1 9 4 8年福井地震のデータは，

他に多く分布する各データのばらつきの範囲もやや下方に位置するが，

「入倉 ・三宅式j 及び「武村式J双方の基同様に，内に収まっている。

「入となったデータである 19 9 5年兵庫県南部地震についてみると，

やはり他のデを示す緑色の実線よりも上方に位置するが，倉 ・三宅式」

を「入倉 ・三宅式Jそして，ータのばらつきの範囲内に収まっている。

これらのデータを含めたデータセッ トのばらつきの示す緑色の実線は，

I入倉 ・三宅式」及び図 2におけ

中のほぼ中央を通る。

福井地震のデータは，
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る各地震データとの;ff言離が大きくないことは，明らかである。

ウ 以上のとおり，経験式の基となるデータセットにばらつきが存在し，

当該経験式との一定の恭離が生じること自体は，経験式が平均像である

以上，科学的に当然のことであり，こうした科学的手法を離れ，福井地

震一つのみを取り上げた上で， f入倉・三宅式jを f武村式j に置き換

えるべきであるなどとする原告らの主張は，科学的な知見に反し，合理

性がないというべきである。

7 まとめ

以上のとおり，「入倉・三宅式」を用いた場合に基準地震動が過小評価にな

る旨の原告らの主張の根拠として原告らが挙げる事項については，いずれも理

由がない。

第3 「塩ほか式」を用いた場合，短周期レベルないし基準地震動が過小評価とな

る旨の原告らの主張に理由がないこと（原告ら準備書函（17）第6 〔24及び2

5ページ〕，原告ら準備書面（18）第 3 〔8ないし 18ページ〕に対する反論）

1 はじめに

原告らは，短周期レベルの値を求める際，「壇ほか式j を用いた場合には過

小評価となることから，「片岡ほか式Jを用いるべきであると主張する（原告

ら準備書面（17）第6 〔24及び 25ページ］，原告ら準備書面（18）第3 〔8な

いし 18ページ〕）。

しかしながら，前記第 1の4(3）イ（ 1 7ページ）で述べたとおり，そもそ

も，「壇ほか式j を含む強震動予測レシピは，地震学の専門家らが検討して取

りまとめたいわば一つのパッケージであって，そのパッケージとして機能する

強震動予測レシピについて，一部の式のみを置き換えるなどして改変すること

は，科学的見地から合理性のないものである。そして，強震動予測レシピは，

平均的な地震動を求めることを目的どしており，基準地震動の策定に用いられ
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るべきことや，観測記録との整合性が検証され，その信頼性の高さが確認され

ていることも，これまでに述べたとおりである。

したがって，強震動予測レシピの一部である「壇ほか式j を他の式に置き換

えるということ自体，科学的知見に基づかず，観測記録との整合性も検証され

ていないものであるから，原告らの上記主張に理由がないことは明らかである。

以下では，上記の点をおくとしても，「壇ほか式j を用いた場合に短周期レ

ベルないし基準地震動が過小評価となる旨の原告らの主張が，科学的にみて誤

っていることを明らかにする。

2 「壇ほか式」が「片岡ほか式Jに比べて実態に即していない旨の原告らの主

張に理由がないこと

(1) 原告らの主張

原告らは，「A=2. 4 6×1 QI  0×（M。× 10') l/3J の関係式とし

て表される「壇ほか式」について，①直線の傾きについては地震データに基

づくことなく， 3分の 1と仮定していることや，②その前提とするデータの

大半が北米大陸北西部の地震であり日本の地震データは 1つしかないことか

ら，全て日本で実際に発生した地震データに基づき導かれた f片岡ほか式J

に比べ，実態に郎した式ではないと主張する（原告ら準備書面（18）第3の2

(1）〔 10ないし 12ページ］）。

(2) 「壇ほか式Jは地震データに基づく実態に即したものであること（前記（1)

①に対する反論）

f壇ほか（ 2001)J （甲第 16 3号証）を見れば，「壕ほか式j は，問

号証53ページの表1に示されたデータに基づき導かれたものであることは

明らかであって，地震データに基づくことなく， 3分の 1と仮定したもので

あるとの原告らの主張は，誤っている。

また，原告らが，直線の傾きを 3分の 1と仮定したこと自体を問題視して

いるとしても，科学的な検討においては，検討の初期段階で解に一定の仮定
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高三置くことは一般的なことで、あって，｛可ら不合理なことではない。重要なの

は，導かれた（仮定した）理論と，実際のデータ（観測データ）とが整合す

るか否かという点である。この点， f壇ほか（ 2001)J 54ページの図

1は，地震モーメントと短周期レベノレとの関係を示したグラフであるが，問

図を見れば，内陸地震の観澱データを示す印が，一定のばらつきを有しなが

らも，左下から右上にかけておおむね整然と分布していること，及び，それ

らのほぼ中央を「壇ほか式J（実線部分）が通っていることを確認すること

ができるのであって，これらによれば，「壇ほか式」が観測データど極めて

良好に対応していることは明らかである。この点に関しては，伺論文の本文

中においても，「図より，これらの地震の短周期レベルは，モーメントマグ

ニチュードが4～7の広い範囲で（3）式（引用者注 「壇ほか式J）による値

とほぼ対応していることがわかるJ（向号証53ページ右段下から 2行目か

ら54ページ左段1行目）と記載されているところである。

このように，関係式の策定過程において，直線の傾きを 3分の 1と仮定し

ていたとしても，「壇ほか式Jが観測データど整合することは検証されてい

るのであるから，このような検討過程に何ら不合理はない。

したがって，「壇ほか式」は，地震データに基づく実態に却したものであ

るといえ，原告らの上記主張は理由がない。

(3）日本の地震と海外の地震とでスケーリング則！こ違いはないこと（前記（1)

②に対する反論）

前記第2の3(2) ( 3 1及び 32ページ）において述べたとおり，最近の

科学的知見によれば，国内外の地震のスケーリング則に違いはないのであっ

て，原告らの上記主張は，「日本の地震は，北米大陸南西部の地震と比較し

て，『破壊面積は小さく，平均すベり量は大きい』j との誤った前提に立つ

ものである。

したがって，原告らの上記主張は，その前提を欠いており，理由がない。
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3 「壇ほか式j を用いた場合にアスペリティ面積が断層面積を超えることを理

由とする原告らの主張に理由がないこと

(1）原告らの主張

原告らは，①前記第2の4(3）イ（ 3 7及び38ページ）で述べた原子力

規制j庁による試算において，本来は断層面積の一部であるはずのアスペリテ

ィ面積が，断層面積を大きく超えるとしサ矛盾が生じたのは，短周期レベル

を求める際に「壊ほか式」を用いたからであり，「壇ほか式Jに代えて「片

岡ほか式Jを用いれば，かかる矛盾は生じないなどと主張する。すなわち，

短周期レベノレAが地震モーメントの 3分の 1乗に比例する「壌ほか式Jは，

2分の 1乗に比例する「片岡ほか式j と比べて，地震モーメントが大きくな

っても短周期レベノレAが大きくならない。そのため，その地震モーメントM

oと短周期レベルAを，アスベリティの総面積の等価半径rを求める式

rニ（ 7π／ 4) (32 (Mo/AR) （原告ら準備書面（18)1 3ページ 17 

行の式）

に代入した場合に，地震モーメントMoが大きくなるほど， r婦が過大にな

ると主張する（以上につき，原告ら準備書面（18）第3の2(2）〔 12ないし

1 6ページ〕）。

また，原告らは，② f武村式j と f壇ほか式」を用いた場合，地震モーメ

ントが 10 I 9を超えた段階から，アスベリティ面積が断層面積を超える矛盾

した結果になるとした上で， Mo=1 7 5×101'Nmである fF O  A 

～F 0-B～熊J1 I断層Jについては，「壇ほか式j ではアスベリティ面積が

断層面積を超えるという矛盾が生じるなどと主張する（原告ら準備書面（18)

*5アスペリティ面積の等価半径を示し，この rを用いたπr＇が，アスベリティ面

積Saとなる。

r
D
 

Kυ 



第3の2(2）イ〔13ないし 16ページ〕）。

(2）原告らの主張は，その前提を誤っていること

ア しかしながら，原告らの上記①の主張は，原子力規制庁による試算の内

容を根拠とするものであるところ，前記第2の4(3) ( 3 6ないし40ペ

ージ）において述べたとおり，そもそも，その試算で行われた「入倉・三

宅式Jを f武村式j に置き換えるとし、う手法それ自体が不適切なのである

から，「武村式j を用いた場合に矛盾が生じるとの原告らの主張は，その

前提を欠くものであり，理由がない。

イ 原告らの上記②の主張は， f武村式j で求めた地震モーメントが 17. 

5×1 0 1 'Nmであることを前提にしているところ（原告ら準備書面（18)

第3の2 (2）ワ〔 15ページ〕），そもそも「壇ほか（ 2001)J は，

「図 1(a）にOで示した内陸地震の短周期レベルをMo＇／＇でスケーリング

するJ（甲第 16 3号証53ページ左段下から 13及び 12行自）として，

その回帰に用いたデータは， 3. 5×1 0 24豆Mo[d y n e・cml豆7.

5×1 0 2 6である（問号証53ページ左段下から 8行目。ただし， dyn  

e・cm=l07Nmであるため， Nmiこ換算すると 3. 5×1 0 ＂ ~Mo 

[Nm］豆 7 5×1 0 1 9となる。）。すなわち，「壇ほか式」は，地震モー

メントMoが3. 5×1 0 17から 7. 5×1019Nmの範囲の内陸地震デ

ータを用いて，地震モーメントと短周期レベルの関係を示す式を策定して

いるのであるから，陪範囲が，おおよそ I墳ほか式jの適用範囲と解され

るところ（被告第 13準備書面第 1の2(1）〔 7ベージ〕参照），原告ら

が求めたM。（ 1 7. 5×1 0 1 9 Nm）は，上記データの範囲外となり，

「壇ほか式j の適用範囲外である。

ワ さらに，原告らは，原告ら準備書面（18)1 4ページの図において，「壇

他（内陸地震）」とする青色の線を，「壇ほか（ 2001)Jが前提とした

内陸地震の上記回帰データ範囲を大幅に超えたMo=l021Nmまで引し、
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て， t耐震モーメントが大きくなると「壇ほか式jでは矛盾が増大していく

かのように図示する。しかしながら，このような主張は，経験式の適用範

囲（回帰データ範囲）を無視した非科学的なものであって，失当である。

エ このように，原告らは，「入倉・三宅式」を「武村式Jlこ置き換えると

いう不適切な手法を用いて求められた数値を前提にしたり，「壇ほか式j

の適用範囲を無祝した主張を展開しているにすぎない。

(3）強震動予測レシピlま，アスペリティ菌積比が大きくなる場合等における手

JI慎を的確に示していること

ア また，強震動予測レシピは，地震モーメントの増大に伴って，アスベリ

ティ面積比が非現実的なまでに大きくなるという現象を想定した上で，そ

の場合における対応方針を的確に示している。

すなわち，強震動予測レシピ（乙第 73号証）では，「震源断層の長さ

が震源、断層の幅に比べて十分に大きい長大な断層に対して，円形破壊面を

仮定するこどは必ずしも適当ではないことが指摘されているJ（陪号証1

0ページ）とし，地震モーメントの増大に伴ってアスベリティ面積比が過

大になる現象を想定している。そして，このような場合，震源断層全体の

面積Sとアスペリティの総面積Saの比率を rsomervilleet al. (1999）」

に基づき約 22%とし，震源断層全体の静的応力降下量ム σ （MPa）を 3.

lMP aとするなどといった対応が明記されている（同号証 11及び 12 

ページ）。こうした対応方針は， f最新の研究成果から，内陵地震による

アスペリティ総面積の占める割合は，断層総面積の平均包括（Somerville

et al., 1999), 15出～27出（宮腰・他， 2001) であり，拘束条件にはならな

いが，こうした値も参照しておく必要があるJ（同号証 10ページ 12な

いし 14行目）Jとの科学的知見に基づき策定されているものである。

上記対応方針の対象となる断層止しては，「（ i ）断層幅と平均すべり量

とが飽和する目安となるM。＝ 1. 8×1 0 2 0 (N・m）を上回る断層Jと，

ヴー－T
O
 



「（並）Mo=1. 8×1 0 2 0 (N ・ m）を上回らない場合でも，アスペリ

ティ面積比が大きくなったり背景領域の応力降下量が負になるなど，非現

実的なパラメータ設定になり，円形クラックの式を用いてアスペリティの

大きさを決めることが困難な断層等jの2つが挙げられている（同号証1

2ページ欄外）。

そして，原告らが指摘する矛盾は，上記（邑）の事態の場合であって，強

震動予測レシピ自体が，原告らの主張するような事態とならないように対

応方針を定めているのである。

したがって，仮に原告らが主張するような事態が生じるとしても，その

ことをもって，強震動予測レシピ及び「壇ほか式Jが誤っているなどとい

うこどにはならず，原告らの上記主張は，理由がない。

イ なお，以上の対応方針は，強震動予測レシピ策定当初から一貫して同じ

手順が示されているところであり（乙第36号証付録3 9ないし 11ペ

ージ，甲第 15 6号証10ないし 12ページ），これまでに随時行われた

強震動予測レシピの改訂において，「壊ほか式jから「片岡ほか式j に変

えるなどの対応が示されたことは一度もない。

また，関西電力は，本件原子炉施設における fFO-A～F0-B～熊

川断層Iの地震動評価に当たり，上記の対応方針を踏まえた基本震源モデ

ルのパラメータの設定を行っている（乙第66号証60, 8 0及び81ペ

ージ）。

(4）小括

以上に述べたように，「壇ほか式Jを用いた場合にアスペリティ面積が断

層面積を超えることを理由とする原告らの主張は，理由がない。

4 まとめ

以上のとおり， f墳ほか式j を用いたとしても，それによって求められる短

周期レベノレないし基準地震動が過小評価になるなどとは到底いえず，「壇ほか
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式j を f片岡ほか式」に置き換えるべき旨の原告らの主張は，理由がない。

第4 結論

以上で述べたとおり，基準地震動の策定に関する強震動予測レシピは，その

全体として一つのパッケージとして機能しており，問レシピは，地震学の多数

の専門家による検証を経て策定されており，同レシピの一部である特定の関係、

式のみを他の式に置き換えるなどということは，科学的に何ら合理性を有しな

いものである。また，同レシどが採用する「入倉・三宅式J及び「壇ほか式j

が，いずれも，科学的知見に照らして合理性を有しており，基準地震動の策定

過程においては，その策定過程における不確かさを十分に考慮することが求め

られるなど，保守的に設定されるよう定められていることも併せ鑑みれば，上

記各関係式を用いることで基準地震動が過小評価となる旨の原告らの主張に理

由がないことは明らかである。

以上

ハ
叶
U
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略称語句使用一覧表

事件名 大阪地方裁判所平成24年（行ワ）第117号発電所運転停止命令請求事件
原 告 134名
被告国

略称 基 木用 語 体用書面 ページ 備考

関西篭力 関西電力株式会社 答弁書 4 

大飯発電所3号炉 関西電力大飯発電所3号原子炉 II II 

大飯発電所4号炉 関西電力大飯発電所4号原子炉 II II ． 

本件各原子炉 大飯発電所3号炉及び4i号炉 II II 

本件各原子炉施設 本件各原子炉及びその付属施設 JI II ． 

原子炉等規制法 平成24年法律第47号による改正前の II .,, 第 3準備

核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規 書簡で略

制に関する法律 称を疹更

行訴法 行政事件訴訟法 II II 

訴訟要件① 処分権限 日 5 
訴訟要件③ i損害の重大性 並補充性 II fl 

訴訟要件④ 原告適格 JI JI 

実用発電用原子炉 実用発電用原子炉及びその付属施設 II JI 

施設

後段規制 段階的規制のう ち，設計及び工事の方法 II 7 
の認可以降の規制

省令62号 発電用原子炉設備に関する技術基準を定 JI JI 

める省令（昭和40年 6月15日通商産

業省令第62号） ． 

技術基準適合命令 経済産業大臣が， 電気事業法40条に基 II 1 0 

づき，事業用電気工作物が技術基準に適

合していないと認めるときにする，事業

用電気工作物の修理，改造，移転，使用

の一時停止使用の制限等の命令

耐震設計審査指針 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査 II 2 0 第 1準備

指針（平成 18年 9月 19日原子力安全 書面で略

委員会決定） 称を変更

安全評価上の設定 設置許可申請書添付書類第八の仕様及び II 2 3 乙3
時間 添付書類十における運転時の異常な過渡

変化及び事故の評価で設定した時間 er発

電用原子力設備に関する技術基準を定め

る省令の解釈についてj における「適切

な値をとるような速度Jについての解説

部分より）

原告ら準備書面（I) 原告らの平成24年 10月16日付け準 第 1準備 5 
備書面（1) 書面

原子力焼制委員会 原子力規制委員会及び経済産業大臣 II II 

等

伊方最高裁判決 最高裁判所平成4年 10月29日第一小 II 1 0 
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法廷判決（民集46巻7号 11 7 4ベー

ジ）

新耐震設計審査指 発篭用原子炉脇設に関する耐震設計審査 第 1準備 1 0 乙2o

針 指針（平成 18年 9月 19日原子力安全 書面 答弁書か

委員会決定） ら略称を

変更。

安全設計審査指針 発電用軽水型原子炉施設に関する安全設 II 1 3 乙4

計審査指針（平成2年 8月 30日原子力

安全委員会決定）

！日耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計審査 II 1 4 

針 指針について（昭和 56年 7月原子力安

全委員会決定）

平成 17年 5号内 発霞用際子力設備に関する技術基準を定 II 1 8 乙19 

規 める省令の解釈について（平成 17年 1

2月 15日）京院発第5号）

安全評価審査指針 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関 II 1 9 乙20

する審査指針（平成2年 8月 30日原子

力安全委員会決定）

改正原子炉等規制 原子力規制委員会設置法（平成24年法 II 2 4 第 4準備

法 律第47号）附則 17条の施行後の原子 書商で基

炉等規制法 本用語を
車吏

使用停止等処分 改正原子炉等規制法43条の 3の23が II 2 6 

規定する，発電用原子炉施設の位置，橋

造若しくは設備が同法43条の 3の6第

1項4号の基準に適合していないと認め

るとき，発電用原子炉施設が同法43条

の3の 14の技術上の基準に適合してい

ないと認、めるときに，原子力規制委員会

が，原子炉設置者に対し，当該発電用原

子炉施設の使用の停止，改造，修理又は

移転，発篭用原子炉の運転の方法の指定

その他保安のために必要な措置を命ずる

処分

耐震安全性評価に 「耐震設言十審査指針の改訂に伴う関西電 II 3 0 乙23 

対する見解 カ株式会社美浜発電所1号機，高浜発

電所3, 4号機，大飯発電所3号機， 4

号機 耐幾安全性に係る評価について

（基準地震動の策定及び主要な施設の耐

震安全性評価）Jに対する見解

安全余裕検討部会 制御棒婦人に係る安全余裕検討部会 II 3 4 

原告ら準備書面（2) 原告らの平成 24年 12月 25日付け準 第 2準備 4 

備書面（2) 書面

本件シミュレーシ 平成24年 10月 24日付けで原子力規 II 6 

ョン 制委員会が公表した原子力発電所の事故

時における放射性物質拡散シミュレーシ

ヨン

小田急大法廷判決 最高裁判所平成 17年 12月 7日大法廷 II 9 
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判決（民集59巻 10号2645ページ）

原子力災害対策重 住民等に対する被ばくの防護措置を短期 第 2準備 1 8 

点区i或 聞で効率的に行うため， Z重点的に原子力 書面

災害に特有な対策が講じられる区域

ICRP 国際放射線紡護委員会 II 2 8 

訴え変更申立書 原告らの平成25年9月 19日付け訴え 第 3準備 4 

の変更申立書 書面

設置許可慕準規則 実用発電用原子炉施設の位霞，構造及び II II 

設備の基準に隠する規郎（平成25年 6

月 28日付け原子力規制委員会規員lj第5

号）

技術基準規則 実用発電用原子炉及びその附属施設の技 II 5 

術基準に関する規則（平成25年6月2

8日付け原子力規制委員会規則第6号）

現状評価会合 大飯発電所3, 4号機の現状に関する評 II 6 

価会合
現状評価書 平成25年7月3日付け「関西箇力（株） II II 乙35 

大飯発電所3号機及び4号機の現状評価

書j

新規制基準 設置許可基準規則及び技術基準規郎等 II II 第 4準備

（悶規則の解釈やガイドも含む） 書面別紙

参照

もんじゅ最両裁判 最前裁判所平成4年9月22日第三二小法 II 8 

決 廷判決（民集46巻6号 57 1ページ）

平成 24年改正前 平成24年法律第47号による改正前の II II 答弁書か

原子炉等規制法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規 ら略称を

制に関する法律 変更

推本レシピ 震源断層を特定した地震の強震動予測手 II 1 4 乙36 

法（レシピ）（平成21年 12月21日改

訂）

省令62号の解釈 発電用原子力設備に関する技術基準を定 II 1 9 甲56 

める省令の解釈について

国会事故調報告書 東京軍力福島原子力発電所事故調査委員 II 2 1 

会・国会事故調報告書

大飯破砕帯有識者 原子力規制j委員会における大飯発電所敷 II 2 6 
dコズhメ口ミ 地内破砕帯の調査に関する有識者会合

評価書案 関西電力株式会社大飯発電所の敷地内 II 3 2 乙39 

破砕若手の評価について（案）

設糧法 原子力規制委員会設置法（平成 24法律 第 4準備 5 

償 47号） 書面

改正原子炉等規制 設置法附則 18条による改正法施行後の II II 第 1準備

法 原子炉等規制法 書面から

※なお，平成24年改正前原子炉等規制 基本用語

法と改正原子炉等規制法を特段区別しな を変更

い場合には，単に「原子炉等規制法J と
し、う。

原子力利用 原子力の研究開発及び利用 II II 

発電用原子炉設関 原子力規制委員会の発電用原子炉の設置 II 6 

者 許可を受けた者

η
L
 

C
U
 



福島第一発電所 東京篭力株式会社福島第一原子力発霞所 II 1 3 

原子力発電工作物 電気事業f去における原子力を原動力とす 第 4準備 1 8 

る発電用の君主気工作物 書面

原子炉設置（変更） 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可 II 2 0 

許可

4号要件 発電用原子炉施設の位置，構造及び設備 II II 

が核燃料物質若しくは核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による

災害の防止上支障がないものとして原子

カ規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること（改正原子炉等規制法

43条の3の6笛 1項4号）

実用炉貝リ 実用発電用原子炉の設霞，運転等に隠す II II 

る規則（昭和 53年 12月 28日通商産

業省令第77号）

2号要件 その者に発電用原子炉を設置するために II 2 1 

必要な技術的能力及び経理的基礎がある

こと（改正原子炉等規制法43条の 3の
6笛 1項2号）

3号要件 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心 II 2 2 

の著しい損傷その他の原子力規制委員会

規則で定める重大な事故をいう。第43 

条の 3の22第1項において応じ。）の発

生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力その他の発電

用原子炉の運転を適確に遂行するに足り

る技術的能力があること（改正原子炉等

規制法43条の3の6第 1項3号）

燃料体 発電用原子炉施設の燃料として使用する II 2 5 

核燃料物質

審王室基準等 核原料物質，核燃料｝物質及び原子炉の規 II 2 8 

制に関する法律等に基づく原子力規制委

員会の処分に関する審査基準等

安全審査指針類 第4準備書面)jlj紙3に列記する原子力安 II 2 9 

全委員会（その前身としての原子力委員

会を含む。）が策定してきた各指針

平成 24年審査基 平成 24年9月 19日付けの審査基準等 II 2 9 

準

平成 25年審査基 平成25年日月 19日付けの審査基準等 II 2 9 

f告

実用炉設霞許可基 5起用発電用原子炉及びその附属施設の佼 II 3 0 

準規則 置，構造及び設備の基準に関する規則

炉心等の著しい損 発電1括原子炉の炉心の著しい損傷者しく 第 5準備 5 

傷 は核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体 書面

又は使用済燃料の菜しい損傷
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重大事故 炉心等の著しい損傷に至る事故 第 5準備 5 

書面

事故防止対策 自然的条件及び社会的条件との関係をも II 6 

合めた事故の防止対策

葉大事故の発生紡 重大事故に至るおそれがある事故（運転 II II 

Jl対策 時の異常な過渡変化及び設計基準事故を

除く。）が発生した場合における自然的条

件及び社会的条件との関係をも含めた炉

心等の著しい損傷を防止するための安全

確保対策

重大事故の拡大防 重大事故が発生した場合における自然的 II II 

止対策 条件及び社会的条件との関係をも含めた

大量の放射性物質が敷地外部に放出され

る事態を紡止するための安全確保対策

重大事故等対策 重大事故の発生防止対策及び重大事故の II II 

拡大防止対策

重大事故等 重大事故に至るおそれがある事故又は重 II 7 

大事故

設置許可基準規則 実用発言草用原子炉及びそのF付属施設の位 II II 乙44

の解釈 置，構造及び設備の基準に関する規則の

解釈（平成 25年6月 19日原規技発第

1 3 0 6 1 9 3号原子力規制委員会決

定）

地質審査ガイド 敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調 II II 乙45 

査に係る審査ガイド（平成 25年6月1

9日原管i也発第 13 0 6 1 9 1号原子力

規制l委員会決定）

技術基準規則の解 実用発空軍用原子炉及びその附属施設の技 II 8 乙46 

釈 術基準に関する規却の解釈（平成25年

6月19 13原規技発第 1306194号

原子力規制委員会決定）

耐震設計工認審査 耐震設計に係る工認審査ガイド（平成2 II II 乙47 

ガイド 5年6月 19日原管地発第 130619

5号原子力規制委員会決定）

基準地震動 設置許可基準規則4条 3項に規定する蒸 II 1 3 

準地震動

基準地震動による i耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそ II 1 6 

地震力 れがある地震による加速度によって作用

する地震カ

基準津波 設計蒸準対象施設に大きな影響を及ぼす II 2 8 

おそれがある津波

原子炉制御系統 原子炉の通常運転時に反応度を調整する II 3 4 

機器及び設備

原子炉停止系統 原子炉の通常運転状態を超えるような異 II II 

常な事態において原子炉を未臨界に移行

し，及び未臨界を維持するために原子炉

を停止する機能を有する機器及び設備

原告ら準備書面（6) 原告らの平成26年6月3日付け準備書 第 6準備 4 

面（6) 書而
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原告らt阿南書面（7) 原告らの平成 26年 9月日日付け準備書 第 7準備蓄 5 

面（7) 而

炉，じ、 発電用原子炉の炉，b 第 7準備 1 9 

書面

旧F 6破砕帯 昭和 62年の本件各涼子炉の設置許可申 第 8準備 5 

請時に推定されていたF-6破砕帯 書面

新F 6破砕帯 大飯破砕帯有識者会合において確認、され II II 

た旧F 6破砕帯とは異なる位置を通過

する新たな破砕帯

破砕帯評価書 平成26年 2月 12付け「関西電力株式 II II 乙49

会社大飯発E電所の敷地内破砕帯評価につ
いてj

本件各設置変更許 関西電力が平成 25年7月8付けでした II 9 

可申請 本件各原子炉についての設霞変更許可申

誇

原告ら準備書面（5) 原告らの平成 26年3月5日付け準備蓄 第 9準備書 6 

面（5) 面

原告ら準備書面（8) 原告らの平成26年 12月 10日付け準 II II 

備書面（8)

武村（ 1998) 武村雅之氏が執筆した論文である「日本列 II II 甲97 

島における地殻内地震のスケーリング貝lj

一地幾断層の影響および地震被害との関

連 j

入倉・三宅式（ 2 0 入倉孝次郎氏及び＝宅弘恵氏が執筆した II II 甲96 

0 1) 論文である fシナリオ地震の強震動予測J

地震動審斎ガイド 基準地震動及び耐震設計方針に係る審査 II 1 1 乙52 

ガイド（平成25年6月 19日原管地発第

1 3 0 6 1 9 2号原子力規制委員会決定）

基本震源モデル 震源特性ノfラメータを設定したモデル II II 

推本 地震調査研究推進本部 II 1 1 

地震等基準検討チ 断層モデルを用いた手法による地震動評 II 1 8 

ーム 価に関する専門家を含めた発電用軽水型

原子炉施設の地震・津波に関わる規制基

準に隠する検討チーム

入倉（ 2014) 入倉孝次郎＝宮腹研＝釜江 f強震動記録 II 2 5 乙57 

を用いた震源インパージョンに基づく国

内の内陵地殻内地震の震源パラメータの

スケーリングJill]の再検討j
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原告ら準備書面（9) 原告らの平成 27年 3月 12日付け準備 第 10準備 6 

書面（9) 書面

原告ら準備書面（1 原告らの平成27年6月 23日付け準備 第 10準 6 

書面（11) 係書面

原告ら準備蓄国（1原告らの平成 27年 6月 17日付け準備 II II 

0) 書面（10)

島崎氏 島崎邦彦氏 II II 

島崎発表 島崎邦彦氏の発表 II 刀

技術的能力審査基 実用発電用原子炉lこ係る発電用原子炉設 II 7 乙59 

準 置者の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術

的能力に係る審査基準（平成25年6月1

9 l'I E主規技発第 13 0 6 1 9 7号原子力

規制j委員会決定）

原告ら準備書街（1原告らの平成 27年日月 11 l'I付け準備 第 11準備 5 
2) 書面（12) 書面

原告ら準備書面（1原告らの平成 27年 12月 14日付け準 第 12準備 5 
3) 備蓄面（13) 書面

原告ら準備書面（1原告らの平成 28年 3月 17 l'I付け準備 第 13準備 5 

4) 書面（14) 書面

際告ら準備書面（1原告らの平成 28年 6月 10日付け準備 第 14準備 5 

5) 書面（15) 書面

原告ら準備書面（1原告らの平成 28年 9月 9日付け準備書 第 15準備 5 
6) 面（16) 書面

原告ら準備書面（I 原告らの平成 28年 9月 20日付け準備 II II 

7) 書面（17)

7月 27日規制委 平成 28年 7月 27日係子力規制委員会 II 1 1 

員会資料 資料「大飯発電所の地震動に係る試算の過

程等について」

原告ら準備書面 (1原告らの平成 28年 12月 16日付け準 第 16準備 8 
8) 備書面（18) 書面

短周期レベル 短周期領域における加速度幾源スペクト II 8 

ルのレベル

壇ほか（ 2001) 壇一男氏，渡辺基史氏，佐藤俊明氏及び石 II 9 甲16 3 

井透氏が執筆した論文である「断層の非ー

様すべり破壊モデノレから算定される短周

期レベルと半経験的波形合成法による強

震動予測のための震源断層モデル化j
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片岡ほか（ 2 0 0 片岡疋次郎氏らが執筆した論文である「短 II 9 甲15 7 

6) 周期レベルをパラメータとした地震動強

さの距離減衰式」

強幾動予測レシピ 推本による「震源断層を特定した地震の強 II 1 0 

震動予測手法J

Lsub 震源断層の長さ II 2 3 

宮腰ほか（ 2 0 1 宮腰T!if氏らが執筆した論文である f強震動 II 24 乙61 

5) 記録を用いた震源インパージョンに基づ

く国内の内陸地殻内地震の震源パラメー

タのスケーリング則の再検討J

東京電力 東京電力株式会社 II 2 8 

島崎提言 島崎氏が執筆した論文である「最大クラス II 3 3 甲15 2 

ではない日本海J『最大クラス』の津波j

における島附氏の提言

入倉氏 入倉孝次郎氏 II 3 4 

Somerville規範 rsomerville et al. (1999）」において示 II 4 1 

されたトジミングの規範
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}JIJ 紙

事件名 大阪地方裁判所平成24年（行ウ）第 11 7号

発電所運転停止命令請求事件

原告 134名

被告第 16準備蓄面用語集

（注 1) 短周期レベル（たんしゅうきれべる 8ページ）

震源、から放出される短周期成分，すなわち，短周期の波動エネルギーの大きさ

を表現するパラメータである。加速度でみた震源スベクトル（震源から放出され

る波動のスペクトル）において，短周期領域で振幅が一定となるレベノレを意味し

ている。「AJの記号で表される。

また，短周期レベルは，強震動予測レシピにおいて 想定地震の特性化震源モ

デルを設定する際に，アスベリティの面積や応力降下量を規定する際に用いられ

るパラメータである。

（注2) 特性化震源モデ、ノレ（とくせいかしんげんもでる l 2ページ）

地震記録を用いた震源インパージョン（注2参照）によって得られる断層面は，

すべり分布が不均質である。強震動の再現計算や強震動予測の際には，これをモ

デル化し，震源の特性を主要なパラメータで表す。このモデルを 「特性化震源、モ

デノレj と呼び，特性化震源モデ、ノレを構成するパラメータを，「震源特性パラメー

タJとし、う。

（注3) 波形インパージョン解析（はけいいんばーじょんかいせき 3 3ページ）

震源インバ）ジョン解析とも言う。
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地震の観測記録から震源のパラメータを推定する手法の一つであり，観測され

た地震波形から，理論計算によって，震源、過程（すべりが生じた領域，すべり量，

すべり方向，すベり継続時間，破壊伝播速度で表される断層面の時空間的なすべ

り過程）を求める解析手法である。仮定した震源断層モデルから計算した理論値

と観測記録が，より整合するようなパラメータを求める，インパージョン（逆解

析）により行われる。

（注4) トリミング（とりみんぐ 4 0ページ）

特性化震源モデル（注2参照）の設定に当たって，波形インバージョンにより

推定された断層面をそのまま震源断層として設定するのではなく，地震動の発生

に寄与する領域を抽出するため，すべりの小さい領域などを切り捨てて，ある程

度の断層すべり量が求められた（断層が比較的大きくずれ動いた）領域を震源断

層モデルサイズとすること。
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